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 北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第１７号 

北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 

 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条稲原 浩副市長の項第１号中「会計室」の次に「、市長公室」を加え 

、「、市政変革推進室」を削り、「秘書室、広報室、総務局、財政局及び消防

局」を「総務市民局、財政・変革局、消防局、上下水道局及び公営競技局」に

改め、同項第２号を削り、同条片山憲一副市長の項第１号中「建設局、建築都

市局、港湾空港局、上下水道局」を「都市戦略局、都市整備局、港湾空港局」

に改め、同条大庭千賀子副市長の項第１号中「企画調整局、市民文化スポーツ

局」を「政策局」に、「公営競技局」を「都市ブランド創造局」に改め、同項

に次の１号を加える。 

   （２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定

に基づき、他の執行機関の職員に補助執行させている職務 

   付 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

4



北九州市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月２９日

北九州市長 武 内 和 久

北九州市規則第１８号

北九州市事務分掌規則等の一部を改正する規則

（北九州市事務分掌規則の一部改正）

第１条 北九州市事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７５号）の一部を

次のように改正する。

第１条危機管理室の項の前に次のように加える。

市長公室

秘書課

庶務係

秘書係

マーケティング課

マーケティング係

アナライシス係

広報戦略課

戦略係

広報係

報道課

報道係

第１条市政変革推進室の項を削り、同条デジタル市役所推進室の項中「デ

ジタル市役所推進課」を「ＤＸ推進課」に改め、同条中秘書室の項及び広報

「企画調整局 「政策局
室の項を削り、同条企画調整局の項中 を

総務調整部」 総務国際部」

に改め、同条企画調整局総務調整部総務課の項中「政策調整係」を削り、同

条企画調整局総務調整部の項に次のように加える。

国際政策課

国際政策係

多文化共生係

第１条企画調整局企画政策部の項を次のように改める。

政策部

政策課

政策係

Ｚ世代課
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第１条企画調整局国際部の項を削り、同条総務局の項中「総務局」を「総

「訟務係
務市民局」に改め、同条総務局総務部法制課の項中「訟務係」を

内部統制

に改め、同条総務局の項に次のように加える。
係」

市民部

区政推進課

区政係

戸籍住民係

区政事務センター

広聴課

調査係

相談係

地域・人づくり部

地域振興課

コミュニティ活動支援係

市民活動推進課

管理運営係

市民活動推進係

生涯学習課

生涯学習係

安全・安心推進部

安全・安心推進課

計画係

防犯・相談係

都市整備係

第１条財政局の項中「財政局」を「財政・変革局」に改め、同条財政局財

務部財産活用推進課の項を削り、同条財政局財務部の項の次に次のように加

える。

市政変革推進室

企画係

第１条市民文化スポーツ局の項及び同条保健福祉局総務部保護課の項を削

り、同条保健福祉局技術支援部の項を次のように改める。

地域共生社会推進部

地域福祉推進課
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地域福祉推進係

地域支援係

認知症支援・介護予防課

情報・調整係

認知症対策推進係

地域活動推進係

保護課

管理係

保護係

指導係

第１条保健福祉局地域福祉部の項中「地域福祉部」を「長寿推進部」に改

め、同条保健福祉局地域福祉部地域福祉推進課の項を削り、同条保健福祉局

地域福祉部の項に次のように加える。

保険年金課

管理係

保険係

第１条保健福祉局健康医療部保険年金課の項を削り、同条保健福祉局健康

医療部の項に次のように加える。

健康危機管理課

政策調整係

第１条保健福祉局感染症医療政策部の項及び同条保健福祉局感染症医療対

「幼稚園・子ども園

利用者支援係

幼稚園・子ども
策部の項を削り、同条子ども家庭局子ども家庭部の項中

保育課

保育係

指導係

「こども施設企画課
課

企画係

を 運営支援係 に改め、同条子ども家庭局子育て支援部子育
園係

利用調整係

指導管理係 」
」

て支援課の項中「放課後児童係」を削り、同条子ども家庭局子育て支援部青

少年課の項を次のように改める。
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こども若者成育課

管理係

青少年育成係

放課後児童係

「環境学習係
第１条環境局総務政策部環境学習課の項中「環境学習係」を

環境人材育

に改め、同条環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進
成係」

課の項中 を に改め、同条
「再生可能エネルギー導入企画係 「企画調整係

風力発電推進係 」 自然共生係」

環境局グリーン成長推進部の項中「環境イノベーション支援課」を「サーキ

ュラーエコノミー推進課」に改め、同条環境局環境監視部環境監視課の項中

「自然共生係」を削り、同条産業経済局地域経済振興部の項中「雇用政策課

」を「雇用・産業人材政策課」に改め、同条産業経済局地域経済振興部雇用

政策課の項中「就業支援係」を に改め、同条産業経済局地域
「就業支援係

人材確保係」

経済振興部スタートアップ推進課の項を削り、同条産業経済局地域経済振興

部の項中「商業・サービス産業政策課」を「サービス産業政策課」に改め、

同条産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課の項中「サービス

産業政策係」を削り、同条産業経済局地域経済振興部次世代産業推進課の項

を削り、同条産業経済局観光部の項を次のように改める。

未来産業推進部

未来産業推進課

未来産業推進係

宇宙産業推進室

宇宙産業推進係

スタートアップ推進課

スタートアップ推進係

第１条産業経済局企業立地支援部の項に次のように加える。

国際ビジネス戦略課

国際ビジネス戦略係

第１条産業経済局の項の次に次のように加える。

都市ブランド創造局

総務文化部

総務課
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庶務係

文化企画課

文化企画係

施設係

文化財係

観光にぎわい部

観光課

企画管理係

誘客促進係

ＭＩＣＥ・エンターテインメント課

ＭＩＣＥ推進係

都心集客係

エンターテインメント振興係

門司港レトロ課

企画調整係

振興係

スポーツ部

スポーツ振興課

企画係

スポーツ振興係

スポーツコミッション係

施設管理係

都市戦略局

総務政策部

総務課

庶務係

経理係

住まい支援室

住宅政策係

移住プロジェクト推進係

計画部

都市計画課

計画調整係

土地利用係

地区計画係
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都市交通政策課

企画調査係

公共交通係

交通計画係

開発指導課

調整係

開発指導第一係

開発指導第二係

指導部

建築指導課

指導係

建築法規係

建築審査課

調整係

審査第一係

審査第二係

設備省エネ係

都市再生推進部

都市再生企画課

事業調整係

企画第一係

企画第二係

企画第三係

景観形成係

緑政課

公園計画調整係

公園活用推進係

公園経営係

事業推進課

事業推進係

区画整理係

開発支援係

再開発係

学研用地整備係

空き家活用推進課
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空き家活用係

空き家対策第一係

空き家対策第二係

第１条建設局の項中「建設局」を「都市整備局」に改め、同条建設局総務

用地部総務課の項中「経理係」を に改め、同条建設局公園緑
「経理第一係

経理第二係」

地部の項を削り、同条建設局の項中「河川部」を「河川公園部」に改め、同

条建設局河川部の項に次のように加える。

公園管理課

管理係

事業推進係

みどり公園課

整備係

設計係

第１条建設局の項に次のように加える。

住宅部

住宅計画課

計画係

事業調整係

住宅管理課

管理第一係

管理第二係

訴訟係

ストック活用係

住宅整備課

整備第一係

整備第二係

建設係

建築部

建築支援課

建築支援係

保全指導係

長寿命化係

建築課

設計係
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大規模施設整備係

工事係

施設保全課

保全第一係

保全第二係

設備部

機械設備課

設備調整係

機械第一係

機械第二係

電気設備課

電気第一係

電気第二係

設備保全係

第１条建築都市局の項を削り、同条港湾空港局港営部港営課の項中「指導

調整係」を に改め、同条港湾空港局港営部物流振興課の
「指導調整係

土地活用推進係」

項中「立地促進係」を削り、同条港湾空港局港湾整備部計画課の項中「開発

「開発係
係」を に改める。

事業調整係」

第３条危機管理室の項の前に次のように加える。

市長公室

秘書課

庶務係

（１） 室、課の庶務に関すること。

秘書係

（１） 市長及び副市長の秘書に関すること。

（２） 市の交際に関すること。

（３） 重要事項の企画立案に関すること。

マーケティング課

マーケティング係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 政策課題を解決するための情報収集及びデータ活用に関

すること。

アナライシス係
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（１） 政策課題を解決するための統計解析に関すること。

広報戦略課

戦略係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 都市のイメージ戦略に関すること。

（３） 職員の広報能力の向上に関すること。

（４） 区役所の総務企画課との連絡調整（広報に関するものに

限る。）に関すること。

（５） テレビ及びラジオ広報に関すること。

（６） ホームページによる広報に関すること。

（７） 市公式ソーシャルネットワーキングサービスを活用した

情報発信に関すること。

（８） その他広報に関すること。

広報係

（１） 広報紙その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

（２） 広報写真の撮影及び管理に関すること。

（３） 広報資料の管理に関すること。

報道課

報道係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 報道事務に関する連絡調整に関すること。

（３） 報道機関との連絡調整に関すること。

第３条市政変革推進室の項を削り、同条デジタル市役所推進室の項中「デ

ジタル市役所推進課」を「ＤＸ推進課」に改め、同条デジタル市役所推進室

デジタル市役所推進課企画係の項第３号中「デジタル技術」を「デジタル・

トランスフォーメーション」に改め、同条中秘書室の項及び広報室の項を削

り、同条企画調整局の項中 を に改め、同
「企画調整局 「政策局

総務調整部」 総務国際部」

条企画調整局総務調整部総務課庶務係の項中第９号を第１１号とし、第５号

から第８号までを２号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の２号を加える。

（５） 世界遺産の保全に関すること。

（６） 世界遺産を活用した地域振興に関すること。

第３条企画調整局総務調整部総務課政策調整係の項を削り、同条企画調整

局総務調整部総務課統計係の項第４号中「こと」の次に「（他局の所管に属

するものを除く。）」を加え、同条企画調整局総務調整部の項に次のように
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加える。

国際政策課

国際政策係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 国際政策についての企画及び調整に関すること。

（３） 国際交流及び国際協力の推進に関すること（他課の所管

に属するものを除く。）。

（４） 姉妹友好都市との交流に関すること。

（５） 東アジア経済交流推進機構に関すること。

（６） アジア成長研究所に関すること。

（７） 自治体国際化協会北九州支部に関すること。

（８） 大連事務所の運営に関すること。

多文化共生係

（１） 多文化共生の推進に関すること。

（２） 北九州国際交流協会に関すること。

（３） 外国語による情報提供に関すること。

（４） 外国人向けのやさしい日本語の活用促進に関すること。

（５） 北九州市留学生支援ネットワークに関すること。

「企画政策部 「政策部

第３条企画調整局の項中 企画課 を 政策課 に改め、同条企

企画係」 政策係」

画調整局企画政策部企画課企画係の項第２号中「政策形成」の次に「及び政

策調整」を加え、同項第５号から第８号までを次のように改める。

（５） 国及び県に対する重要事項の調整に関すること。

（６） 地方分権改革に関すること。

（７） 市長会及び指定都市市長会に関すること。

（８） 大都市制度の調査研究に関すること。

第３条企画調整局企画政策部企画課企画係の項に次の３号を加える。

（９） 広域行政に関すること。

（１０） 国家戦略特区及び国際戦略総合特区の推進に関するこ

と。

（１１） ＳＤＧｓ未来都市の推進に関すること。

第３条企画調整局企画政策部の項に次のように加える。

Ｚ世代課

（１） 課の庶務に関すること。
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（２） 若者による政策への提言及び参画の機会創出に向けた調

査及び支援に関すること。

第３条企画調整局国際部の項を削り、同条総務局の項中「総務局」を「総

務市民局」に改め、同条総務局総務部法制課の項に次のように加える。

内部統制係

（１） 内部統制の総括に関すること。

第３条総務局の項に次のように加える。

市民部

区政推進課

区政係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 区政に関する企画及び連絡調整に関すること（他課の所

管に属するものを除く。）。

（３） 区長会議に関すること。

（４） 区役所及び出張所の庁舎営繕に関すること。

戸籍住民係

（１） 戸籍、住民基本台帳等に係る区役所事務の連絡調整（区

政事務センターの所管に属するものを除く。）及び指導改善に

関すること。

（２） マイナンバーカードの申請及び交付に関すること。

（３） 電子証明書の交付に関すること。

（４） 戸籍、住民基本台帳、マイナンバーカード等に関する統

計調査に関すること。

（５） 戸籍、住民基本台帳等に係る電子計算機の管理及び運用

並びにデジタル・トランスフォーメーションの推進に関する施

策の実施に関すること。

（６） 住居表示、行政区画並びに町界及び町名に関すること。

区政事務センター

（１） センターの庶務に関すること。

（２） 区役所事務の連絡調整に関すること（次号から第１２号

までに掲げる事務に係るものに限る。）。

（３） ワンストップサービスに関する電算システムの管理及び

運用に関すること。

（４） 住民基本台帳に関する届出に基づく住民票の記載に関す

ること。
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（５） 戸籍の届出に基づく住民票の記載に関すること。

（６） 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の処理に関する

こと。

（７） 住民基本台帳に関する通知書の処理に関すること。

（８） 郵送等による戸籍の記録事項証明書等の交付申請の処理

に関すること。

（９） 戸籍の附票の記載に関すること。

（１０） 国民健康保険の被保険者の資格に係る届出の審査及び

台帳の記載に関すること（住民基本台帳に関する届出に伴うも

の及び戸籍の届出に基づく住民基本台帳の処理に伴うものに限

る。次号及び第１２号において同じ。）。

（１１） 介護保険の被保険者の資格に係る届出の審査及び台帳

の記載に関すること。

（１２） 子ども医療費の受給資格に係る届出の審査及び台帳の

記載に関すること。

広聴課

調査係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 広聴活動の企画及び連絡調整に関すること。

（３） 市政モニターその他世論の調査に関すること。

（４） 広聴集会に関すること。

（５） 市民意見提出手続に関すること。

相談係

（１） 苦情、要望等の処理に関すること。

（２） 各種相談の処理に関すること。

（３） 庁内案内及び庁内放送に関すること。

（４） 区役所の総務企画課との連絡調整（広聴に関するものに

限る。）に関すること。

（５） その他広聴に関すること。

地域・人づくり部

地域振興課

コミュニティ活動支援係

（１） 部、課（生涯学習課を含む。）の庶務に関すること。

（２） コミュニティ活動の促進に関すること。

（３） 市政連絡事務制度に関すること。
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（４） 地縁による団体の認可並びに認可地縁団体の印鑑の登録

及び証明に関すること。

（５） 離島振興の総括に関すること。

（６） 市民センターの管理運営に関すること。

（７） 市民センターの整備に関すること。

（８） 折尾まちづくり記念館の管理運営に関すること。

市民活動推進課

管理運営係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 市民活動団体等の活動の推進に関すること。

市民活動推進係

（１） 特定非営利活動法人の認証及び認定特定非営利活動法人

の認定に関すること。

（２） 市民活動団体等との協働によるまちづくりの推進に関す

ること。

生涯学習課

生涯学習係

（１） 社会教育施設（生涯学習センター及び婦人会館に限る。

）の連絡調整に関すること。

（２） 公民館類似施設等の助成に関すること。

（３） 社会教育委員の会議等に関すること。

（４） 社会教育（他課の所管に属するものを除く。）に関する

こと。

（５） 社会教育関係団体（他課の所管に関するものを除く。）

に関すること。

（６） 生涯学習の企画及び調整に関すること。

安全・安心推進部

安全・安心推進課

計画係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 安全・安心施策の推進に関すること。

（３） 安全・安心施策に係る関係機関及び関係団体との連絡調

整に関すること。

（４） 他の局、室に属さない市民生活の安全に関すること。

防犯・相談係
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（１） 地域防犯施策の推進に関すること。

（２） 警察との連絡調整に関すること。

（３） シンナー等薬物乱用防止に係る連絡調整に関すること。

（４） 安全・安心に関する市民からの意見及び要望の処理の総

括に関すること。

（５） 交通事故相談に関すること。

（６） 民事介入暴力に係る相談に関すること。

（７） 暴力追放推進施策に関すること。

（８） 北九州市暴力追放推進会議に関すること。

（９） 犯罪被害者等の支援及び相談に関すること。

（１０） 生活環境パトロールの計画及び実施に関すること。

（１１） 生活環境に関する通報の収受及び連絡調整に関するこ

と。

都市整備係

（１） 安全・安心に係る環境整備の企画及び連絡調整に関する

こと。

（２） 安全・安心な都市環境づくりの啓発に関すること。

（３） モラル・マナーに関すること。

（４） 交通安全対策の企画及び連絡調整に関すること。

（５） 交通安全思想の普及に関すること。

（６） 交通安全推進会議に関すること。

（７） 交通共済に係る連絡調整に関すること。

（８） 山九交通遺児奨学金基金に関すること。

（９） 防犯灯に関すること。

（１０） 防犯カメラに関すること。

第３条財政局の項中「財政局」を「財政・変革局」に改め、同条財政局財

務部財産活用推進課の項を削り、同条財政局財務部の項の次に次のように加

える。

市政変革推進室

企画係

（１） 室の庶務に関すること。

（２） 行政運営の効率化、適正化等市政の変革に係る企画、調

査、研究及び総合的な調整に関すること。

（３） 行政事務の改善に関すること。

（４） 行政評価に関すること。
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（５） 外郭団体の総括に関すること。

（６） 指定管理者制度の総括に関すること。

（７） 公共施設マネジメントの総括に関すること。

（８） 公共事業評価に関すること。

（９） 公有財産の管理の指導及び総括に関すること。

（１０） 国有財産等に係る関係機関との連絡調整に関すること

。

（１１） 市有財産等の損害保険に関すること。

（１２） 第一種公舎その他の宿舎の管理の調整に関すること。

（１３） 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第

６６号）の規定による土地の先買い等に関すること。

（１４） 財産区に関すること。

（１５） 公有財産の有効活用の調整に関すること。

（１６） 未利用市有地の調査及び活用策の検討に関すること。

（１７） 普通財産（他課の所管に属するものを除く。第１８号

、第２０号及び第２１号において同じ。）の処分に関すること

。

（１８） 普通財産の処分に伴う登記に関すること。

（１９） 市有財産審査委員会に関すること。

（２０） 普通財産の管理に関すること。

（２１） 普通財産の管理に伴う登記に関すること。

第３条市民文化スポーツ局の項を削り、同条保健福祉局総務部総務課社会

振興係の項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第

７号を第６号とし、同条保健福祉局総務部保護課の項を削り、同条保健福祉

局技術支援部の項を次のように改める。

地域共生社会推進部

地域福祉推進課

地域福祉推進係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） いのちをつなぐネットワークの構築の推進に関すること

。

（３） 民生委員に関すること。

（４） 避難行動要支援者避難支援事業（福祉避難所に係るもの

に限る。）に関すること。

（５） 区役所における地域福祉推進事業に関すること。
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（６） 社会福祉協議会に関すること。

（７） 北九州市地域福祉振興協会に関すること。

（８） 北九州市立福祉会館に関すること。

（９） 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に

関すること。

（１０） 地域福祉計画に関すること。

（１１） 孤独・孤立対策に関すること（他課の所管に属するも

のを除く。）。

地域支援係

（１） 地域包括支援センターの総括に関すること。

（２） 地域における保健福祉活動の総括に関すること。

（３） 地域包括ケアの推進に関すること。

（４） 介護予防・生活支援サービス事業（短期集中予防サービ

スに係るものを除く。）に関すること。

（５） 総合事業・地域包括支援センター運用システムに関する

こと。

認知症支援・介護予防課

情報・調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 認知症支援・介護予防センターに関すること。

（３） 認知症支援及び介護予防に係る情報収集及び発信に関す

ること。

（４） 健康づくり（他課の所管に属するものを除く。）に関す

ること。

認知症対策推進係

（１） 認知症対策の企画、調査等に関すること。

（２） 認知症支援に関すること。

地域活動推進係

（１） 介護予防の総括に関すること。

（２） 介護予防の企画、調査等に関すること。

（３） 介護予防に係る人材育成、交流及び地域活動支援に関す

ること。

（４） 介護予防・生活支援サービス事業（短期集中予防サービ

スに限る。）に関すること。

保護課
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管理係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護施

設に関すること。

（３） 生活保護法に関する国庫負担金、国庫補助金及び国庫委

託金に関すること。

保護係

（１） 生活保護法の施行（他係の所管に属するものを除く。）

に関すること。

（２） 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

（３） 医療機関、介護機関等の指定、指導及び検査に関するこ

と。

（４） 生活保護の統計に関すること。

（５） 診療報酬及び介護報酬の審査及び決定に関すること。

（６） 医療扶助審議会に関すること。

（７） 中国残留邦人等に係る支援給付及び配偶者支援金の支給

に関すること。

（８） 診療報酬及び介護報酬の支払いに関すること。

（９） 生活保護業務に係る職員研修に関すること。

指導係

（１） 生活保護の監査及び指導に関すること。

第３条保健福祉局の項中「地域福祉部」を「長寿推進部」に改め、同条保

健福祉局地域福祉部地域福祉推進課の項を削り、同条保健福祉局地域福祉部

の項に次のように加える。

保険年金課

管理係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 国民健康保険運営協議会に関すること。

（３） 国民健康保険団体連合会に関すること。

（４） 国民健康保険の統計調査及び事業報告に関すること。

（５） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）の規定による医療の啓発並びに統計調査及び事業報告に

関すること。

（６） 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給

付等並びに受給資格者の資格に係る事務及び医療受給者証に係
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る事務の調整に関すること。

（７） 後期高齢者医療の統計調査及び事業報告に関すること。

（８） 拠出年金に関すること。

（９） 福祉年金に関すること。

（１０） 国民年金に関する調査及び統計に関すること。

（１１） 特別障害給付金に関すること。

（１２） 年金生活者支援給付金に関すること。

保険係

（１） 国民健康保険の被保険者の資格、保険料（他局の所管に

属するものを除く。）、保険給付及び保健事業に関すること。

（２） 後期高齢者医療に関すること（他局及び他係の所管に属

するものを除く。）。

第３条保健福祉局健康医療部保険年金課の項を削り、同条保健福祉局健康

医療部の項に次のように加える。

健康危機管理課

政策調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 健康危機管理の総括に関すること。

（３） 予防接種の総括に関すること。

第３条保健福祉局感染症医療政策部の項及び同条保健福祉局感染症医療対

策部の項を削り、同条子ども家庭局子ども家庭部幼稚園・こども園課の項を

次のように改める。

こども施設企画課

企画係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 保育施策の推進に関すること。

（３） 幼児教育・保育分野のデジタル・トランスフォーメーシ

ョンの推進に関すること。

（４） 施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に関すること

。

（５） 保育料に関すること（他局の所管に属するものを除く。

）。

運営支援係

（１） 子ども・子育て支援制度（教育・保育に係るものに限る

。）の推進に関すること。
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（２） 私立幼稚園及び認定こども園に関すること。

（３） 私学助成（幼稚園に係るものに限る。）に関すること。

（４） 保育所の認可に関すること。

（５） 民間保育所の助成に関すること。

利用調整係

（１） 保育所の運営計画に関すること。

（２） 保育所の施設整備に関すること。

（３） 緑地保育センターに関すること。

指導管理係

（１） 保育所職員の研修に関すること。

（２） 保育所の指導に関すること。

第３条子ども家庭局子ども家庭部保育課の項を削り、同条子ども家庭局子

育て支援部子育て支援課放課後児童係の項を削り、同条子ども家庭局子育て

支援部の項中「青少年課」を「こども若者成育課」に改め、同条子ども家庭

局子育て支援部青少年課青少年育成係の項第１号中「青少年」を「こども・

若者」に改め、同項第２号中「青少年対策」を「こども・若者対策」に改め

、同条子ども家庭局子育て支援部青少年課の項に次のように加える。

放課後児童係

（１） 放課後児童クラブに関すること。

（２） 児童館に関すること。

（３） こどもの居場所づくりに関すること。

（４） 地域における子育て支援に関すること。

第３条環境局総務政策部環境学習課環境学習係の項第４号から第６号まで

を削り、同条環境局総務政策部環境学習課の項に次のように加える。

環境人材育成係

（１） 環境政策の広報戦略に関すること。

（２） 市民活動の調整に関すること。

（３） 地球温暖化対策に関する普及啓発に関すること。

（４） 環境人材育成に関すること。

第３条環境局グリーン成長推進部グリーン成長推進課グリーン成長政策係

の項第３号を次のように改める。

（３） 電動車の普及に関すること（他課の所管に属するものを

除く。）。

第３条環境局グリーン成長推進部グリーン成長推進課水素戦略係の項第２

号を削り、同条環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課の
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項中「再生可能エネルギー導入企画係」を「企画調整係」に改め、同項に次

の１号を加える。

（４） 風力発電の立地促進に関すること。

第３条環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課風力発電

推進係の項を次のように改める。

自然共生係

（１） 自然環境の保全（他局の所管に属するものを除く。）に

関すること。

第３条環境局グリーン成長推進部の項中「環境イノベーション支援課」を

「サーキュラーエコノミー推進課」に改め、同条環境局グリーン成長推進部

環境イノベーション支援課企業支援係の項第３号中「振興」の次に「並びに

サーキュラーエコノミーの推進」を加え、同項第４号中「環境産業」の次に

「及びサーキュラーエコノミー」を加え、同条環境局環境国際部環境国際戦

企画調整係

略課事業化支援係 の項第２号中「管理」を「調整」に改め、同項第４号中

国際連携推進係

「国際機関」の次に「及び政府機関」を加え、同項に次の１号を加える。

（７） アジア・グリーン共創ハブの推進に関すること。

第３条環境局環境監視部環境監視課大気係の項に次の１号を加える。

（８） 気候変動適応法（平成３０年法律第５０号）に基づく熱

中症対策の推進（他局の所管に属するものを除く。）に関する

こと。

第３条環境局環境監視部環境監視課石綿騒音係の項第２号中「届出」の次

に「及び報告」を加え、同項第５号中「（騒音」を「及び報告（石綿及び騒

音」に改め、同条環境局環境監視部環境監視課自然共生係の項を削る。

第３条産業経済局総務政策部産業政策課産業政策係の項中第２号及び第３

号を削り、第４号を第２号とし、第５号から第７号までを２号ずつ繰り上げ

、同条産業経済局地域経済振興部の項中「雇用政策課」を「雇用・産業人材

政策課」に改め、同条産業経済局地域経済振興部雇用政策課就業支援係の項

第１号中「若者ワークプラザ北九州」を「求職者の就業支援」に改め、同項

中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、第

６号を削り、第７号を第４号とし、第８号を第５号とし、同条産業経済局地

域経済振興部雇用政策課に次のように加える。

人材確保係

（１） 地元企業の魅力発信及び人材確保の支援に関すること。
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（２） 企業経営における多様性と公平性の尊重及び包括的な職

場環境の実現に関すること。

第３条産業経済局地域経済振興部スタートアップ推進課の項を削り、同条

産業経済局地域経済振興部の項中「商業・サービス産業政策課」を「サービ

ス産業政策課」に改め、同条産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業

政策課商業振興係の項に次の３号を加える。

（７） サービス産業の振興に関すること。

（８） サービス産業の振興に係る関係部局との連絡調整に関す

ること。

（９） 食品ビジネスの振興に関すること。

第３条産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課サービス産業

政策係の項及び同条産業経済局地域経済振興部次世代産業推進課の項を削り

、同条産業経済局観光部の項を次のように改める。

未来産業推進部

未来産業推進課

未来産業推進係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 産学連携の総括に関すること。

（３） 共同研究及び技術開発の支援に関すること。

（４） 技術移転の推進に関すること。

（５） 北九州学術研究都市の整備及び施設の管理運営に関する

こと。

（６） 半導体、次世代自動車産業の振興に関すること。

（７） ロボット、デジタル産業等の振興に関すること。

（８） ロボット、デジタル・トランスフォーメーション、グリ

ーントランスフォーメーションによる企業の成長支援に関する

こと。

（９） その他未来産業の創出及び振興に関すること。

宇宙産業推進室

宇宙産業推進係

（１） 室の庶務に関すること。

（２） 宇宙産業の創出及び振興に関すること。

スタートアップ推進課

スタートアップ推進係

（１） 課の庶務に関すること。
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（２） 起業家の育成及び創業支援に関すること。

（３） ベンチャー企業及びスタートアップ企業の創出支援に関

すること。

（４） ベンチャー企業及びスタートアップ企業の誘致に関する

こと。

（５） スタートアップを活用した地域課題解決及び新規事業開

発に関すること。

第３条産業経済局企業立地支援部の項に次のように加える。

国際ビジネス戦略課

国際ビジネス戦略係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 地元企業の海外展開支援に関すること。

（３） 対日投資促進に関すること。

（４） 外国人材の雇用支援及び活用促進に関すること。

（５） 貿易関連企業及び貿易関係団体の育成及び支援に関する

こと。

（６） 貿易関連機関及び貿易関係団体との連絡調整に関するこ

と。

第３条産業経済局の項の次に次のように加える。

都市ブランド創造局

総務文化部

総務課

庶務係

（１） 局、部、課の庶務に関すること。

（２） 広報に関すること。

（３） 局の予算及び決算の総括に関すること。

（４） 局内事務の連絡調整に関すること。

（５） 局内他課の所管に属しないこと。

文化企画課

文化企画係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 芸術文化に係る企画及びイメージアップに関すること。

（３） 芸術文化関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

（４） 北九州市文化振興計画に関すること。

（５） 芸術文化振興財団に関すること。
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（６） 芸術文化施設並びに美術館、自然史・歴史博物館、松本

清張記念館、文学館、長崎街道木屋瀬宿記念館、科学館及びこ

ども文化会館との連絡調整に関すること。

（７） 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関する

こと。

施設係

（１） 芸術文化施設の維持管理に関すること。

（２） 芸術文化施設の指定管理者制度に関すること。

文化財係

（１） 文化財の保護及び活用に関すること。

（２） 文化財の調査、指定及び管理に関すること。

（３） 地域固有の伝統芸能及び民俗芸能の振興に関すること。

（４） 埋蔵文化財の保護に関すること。

（５） 埋蔵文化財センターの管理及び連絡調整に関すること。

（６） 文化財保護審議会に関すること。

観光にぎわい部

観光課

企画管理係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 観光振興に関する計画に関すること。

（３） 観光に関する企画及び調査に関すること。

（４） 観光施設（他課の所管に属するものを除く。）の整備及

び運営に関すること。

（５） 観光宣伝の総括に関すること。

（６） ご当地グルメの振興に関すること。

誘客促進係

（１） 観光客誘致の総括に関すること。

（２） 物産の振興に関すること。

（３） 観光産業の振興に関すること。

（４） 産業観光及び環境観光に関すること。

（５） インバウンド誘致に関すること。

（６） 観光資源の磨き上げに関すること。

ＭＩＣＥ・エンターテインメント課

ＭＩＣＥ推進係

（１） 課の庶務に関すること。
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（２） ＭＩＣＥ戦略に関すること。

（３） 北九州観光コンベンション協会に関すること。

都心集客係

（１） 都心集客イベント戦略に関すること。

エンターテインメント振興係

（１） エンターテインメントの振興に関すること。

（２） 北九州フィルム・コミッション及び映像作品を活用した

にぎわいづくりに関すること。

（３） 漫画ミュージアムとの連絡調整に関すること。

門司港レトロ課

企画調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 門司港レトロに係る関係機関等の窓口及び連絡調整に関

すること。

（３） 門司港レトロに係る観光施設の管理運営に関すること。

振興係

（１） 門司港レトロに係る観光振興に関すること。

（２） 門司港レトロに係る観光事業者、団体等の活性化に関す

ること。

スポーツ部

スポーツ振興課

企画係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） スポーツ及びスポーツを核としたまちづくりの推進に関

する計画及び施策の総括に関すること。

（３） スポーツ推進審議会その他スポーツに関する各種委員会

の開催に関すること。

（４） プロスポーツの振興に関すること。

（５） スポーツ分野の国際交流に関すること。

スポーツ振興係

（１） 競技スポーツ及び生涯スポーツの振興に関すること。

（２） スポーツ大会の奨励に関すること。

（３） 市民スポーツの企画及び普及に関すること。

（４） スポーツ関係団体に関すること。

スポーツコミッション係
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（１） スポーツ大会の誘致及び開催支援に関すること。

（２） スポーツ大会の企画及び実施に関すること。

施設管理係

（１） スポーツ施設等の設置、廃止及び管理並びに連絡調整に

関すること。

（２） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）に定める運動施

設の管理（工事請負費により行う施設の修繕を除く。）に関す

ること。

都市戦略局

総務政策部

総務課

庶務係

（１） 局、部、課の庶務に関すること。

（２） 広報に関すること。

（３） 局内事務の連絡調整に関すること。

（４） 局内他課の所管に属しないこと。

経理係

（１） 局の予算及び決算に関すること。

住まい支援室

住宅政策係

（１） 室の庶務に関すること。

（２） 住宅行政の企画及び調整に関すること。

（３） 高齢者住宅施策の総括に関すること。

（４） 住宅に関する情報の提供に関すること。

（５） 民間住宅等の供給の促進に関すること。

（６） 住むなら北九州定住・移住推進に関すること。

（７） マンション管理適正化の推進に関すること。

移住プロジェクト推進係

（１） 移住に関すること（住宅政策係の所管に属するものを除

く。）。

計画部

都市計画課

計画調整係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 都市計画審議会に関すること。
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（３） 都市計画の決定の総括に関すること。

（４） 都市施設の計画決定に関すること（他の所管に属するも

のを除く。）。

（５） 都市計画に係る調査及び計画に関すること。

（６） 都市計画提案に関すること。

（７） 都市計画マスタープランに関すること。

（８） 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

（９） 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に関するこ

と。

（１０） 租税特別措置法に基づく土地の譲渡予定価額の審査に

関すること。

（１１） 立地適正化計画に係る届出等に関すること。

土地利用係

（１） 都市計画区域の指定に関すること。

（２） 市街化区域及び市街化調整区域の指定に関すること。

（３） 都市計画の地域地区の指定に関すること（他の所管に

属するものを除く。）。

（４） 都市計画基本図に関すること。

（５） 都市計画証明に関すること。

地区計画係

（１） 地区計画の策定に関すること。

（２） 地区計画に係る建築物等の届出に関すること。

（３） 地区計画等策定市民支援事業に関すること。

都市交通政策課

企画調査係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 市営駐車場に関すること。

（３） 環境首都総合交通戦略の総括及び総合的な調整に関す

ること。

（４） 道路交通センサス等の総合交通調査に関すること。

（５） 鉄道事業者との連携及び調整に関すること。

（６） 公共交通の利用促進に関すること。

公共交通係

（１） おでかけ交通に関すること。

（２） バス交通施策の企画及び調査に関すること。
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（３） 地域公共交通会議に関すること。

（４） 公共交通に係る国の補助金に関すること。

（５） 北九州モノレールに関すること。

交通計画係

（１） 都市計画道路の計画及び再編に関すること。

（２） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５３条の規

定による建築の許可に関すること（道路、駐車場等の交通施設

に限る。）。

（３） 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に関すること。

（４） 北九州高速道路に関すること。

（５） 下関北九州道路に関すること。

（６） 旧交通科学館の跡施設に関すること。

開発指導課

調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 開発行政に係る総合的な調整に関すること。

（３） 開発審査会（審査請求に係るものに限る。）に関するこ

と。

（４） 宅地防災工事資金等の融資に関すること。

（５） 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９

１号）に関すること。

開発指導第一係

開発指導第二係

（１） 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。

（２） 開発登録簿に関すること。

（３） 租税特別措置法に基づく優良宅地の造成の認定に関する

こと。

（４） 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６

０号）に関すること。

（５） 開発審査会（審査請求に係るものを除く。）に関するこ

と（開発指導第一係に限る。）。

指導部

建築指導課

指導係

（１） 部、課の庶務に関すること。
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（２） 建築審査会に関すること。

（３） 建築指導行政に係る企画及び総合的な調整に関すること

。

（４） 建築物等の許可、認定及び指定に関すること（他課の所

管に属するものを除く。）。

（５） 建築協定の認可に関すること。

（６） 中高層建築物等に係る紛争の予防及び調整に関すること

。

（７） 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）に基づく審査、検査及び認定に関

すること（建築物に係るものに限る。）。

（８） 福岡県福祉のまちづくり条例（平成１０年福岡県条例第

４号）に係る建築物等の審査及び検査に関すること。

（９） 建築物総合環境性能評価制度に関すること。

（１０） 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年

法律第８７号）に基づく長期優良住宅建築等計画の審査、認定

及び承認に関すること。

（１１） 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）に関すること。

（１２） 建築物の耐震改修工事費等の助成に関すること。

（１３） 民間建築物のアスベスト対策に関すること。

（１４） がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。

（１５） その他危険・有害建築物対策等に関すること。

建築法規係

（１） 違反建築物の是正指導に関すること。

（２） 既存不適格建築物の改修計画認定に係る是正指導に関す

ること。

（３） 保安上危険な建築物又は衛生上有害な建築物の措置に関

すること。

（４） 特殊建築物等の定期報告に関すること。

（５） 建築物の防災指導に関すること。

（６） 雑居ビル等の防災安全対策に関すること（他局の所管に

属するものを除く。）。

（７） 建設工事に係る資材の再資源化に係る審査等に関するこ

と。

32



建築審査課

調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 建築証明に関すること。

（３） 租税特別措置法に基づく優良住宅の新築の認定及び住宅

用家屋の証明に関すること。

（４） 独立行政法人住宅金融支援機構に関すること。

（５） 建築着工統計調査等に関すること。

（６） 仮設建築物の許可に関すること。

審査第一係

審査第二係

（１） 建築物の確認審査（設備省エネ係の所管に属するものを

除く。）に関すること。

（２） 建築物の仮使用認定に関すること。

（３） 住宅金融支援機構受託工事審査に関すること。

（４） 建築物の施工状況の報告に関すること。

（５） 建築物の中間検査（設備省エネ係の所管に属するものを

除く。）に関すること。

（６） 建築物の完了検査（設備省エネ係の所管に属するものを

除く。）に関すること。

（７） 工作物の確認審査及び完了検査に関すること。

（８） 道路位置指定に関すること（審査第一係に限る。）。

（９） 敷地等と道路との関係の許可に関すること（審査第一係

に限る。）。

（１０） 指定道路台帳に関すること（審査第一係に限る。）。

（１１） 指定確認検査機関に関すること（審査第一係に限る。

）。

（１２） 構造の基準等に関すること（審査第二係に限る。）。

設備省エネ係

（１） 建築物の確認審査（設備関係に限る。）に関すること。

（２） 建築設備の確認審査及び完了検査に関すること。

（３） 建築物の中間検査（設備関係に限る。）に関すること。

（４） 建築物の完了検査（設備関係に限る。）に関すること。

（５） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平

成２７年法律第５３号）に基づく容積率特例認定、表示認定、
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適合認定及び届出に関すること。

（６） 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく低炭素建築物の認定に関すること。

都市再生推進部

都市再生企画課

事業調整係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 局所管事業の企画及び調整に関すること。

（３） 局の所管に属する公共事業に係る補助金、負担金等の総

括に関すること。

（４） 都市再生整備計画の総括に関すること。

（５） 大規模未利用地（市有地に限る。）の活用に関すること

（他局の所管に属するものを除く。）。

企画第一係

企画第二係

企画第三係

（１） 街なか拠点のまちづくりに係る調査、計画及び調整に関

すること。

（２） 大規模未利用地における開発の誘導（市有地を除く。）

に関すること。

景観形成係

（１) 景観に係る企画及び調整に関すること。

（２） 景観法（平成１６年法律第１１０号）、北九州市都市景

観条例（平成２０年北九州市条例第５２号）及び関門景観条例

（平成１３年北九州市条例第３５号）に関すること。

（３） 景観に係る届出及び指導に関すること。

（４） 地域の景観づくり活動への支援に関すること。

（５） 景観アドバイザー制度に関すること。

（６） 都市景観賞等の市民啓発に関すること。

（７） その他都市景観に関すること（他課の所管に属するもの

を除く。）。

緑政課

公園計画調整係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 緑の基本計画に関すること。
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（３） 公園及び緑地の調査及び計画に関すること。

（４） 公園及び緑地に係る関連事業との調整に関すること。

（５） 風致地区及び特別緑地保全地区の指定に関すること。

公園活用推進係

（１） 公園活性化施策の企画及び調整に関すること。

公園経営係

（１） 有料公園等の運営に関すること。

（２） 公益財団法人北九州市どうぶつ公園協会に関すること。

（３） 到津の森公園基金に関すること。

事業推進課

事業推進係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等の許認可及び公

告に関すること。

（３） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等の施行区域内の

建築行為等の制限に関する指導及び総括に関すること。

（４） 土地区画整理審議会及び評価員並びに市街地再開発審査

会及び審査員の総括に関すること。

（５） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等に伴う審査請求

に関すること。

（６） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等に伴う清算金の

徴収及び交付に関すること。

（７） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等に伴う登記及び

保留地の処分の総括に関すること。

（８） 土地区画整理事業、市街地再開発事業等の普及に関する

こと。

（９） 組合等施行の土地区画整理事業、市街地再開発事業等の

指導（他係の所管に属するものを除く。）及び助成に関するこ

と。

区画整理係

（１） 土地区画整理事業の調査及び調整に関すること。

（２） 土地区画整理事業の予算及び国庫補助要望に関すること

。

（３） 土地区画整理事業の都市計画決定に関すること。

（４） 土地区画整理事業の事業計画及び実施計画の指導及び総
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括に関すること。

（５） 換地計画及び仮換地指定の指導及び総括に関すること。

（６） 組合等施行土地区画整理事業の技術の指導に関すること

。

（７） 城野ゼロ・カーボン先進街区の形成に関すること。

開発支援係

（１） 民間開発の誘導の事業支援に関すること。

（２） 公共施設に関するモデルプロジェクトの推進に関するこ

と。

再開発係

（１） 市街地再開発事業等の事業支援に関すること（事業推進

係の所管に属するものを除く。）。

（２） その他市街地整備の事業支援に関すること。

学研用地整備係

（１） 北九州学術・研究都市用地の整備に関すること。

空き家活用推進課

空き家活用係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 空き家等対策の総括に関すること。

（３） 空き家等の発生予防の啓発に関すること。

（４） 空き家等の活用の促進に関すること。

（５） 空き家等の活用の助成に関すること。

空き家対策第一係

空き家対策第二係

（１） 老朽空き家等の是正指導に関すること。

（２） 空き地等の是正指導に関すること。

（３） 北九州市特定空家等対策審査会に関すること。

（４） 老朽空き家等の除却の助成に関すること。

第３条建設局の項中「建設局」を「都市整備局」に改め、同条建設局総務

用地部総務課の項中「経理係」を に改め、同条建設局総務用
「経理第一係

経理第二係」

地部用地管理課管理係の項第３号及び第４号中「建設局」を「都市整備局」

に改め、同条建設局総務用地部用地管理課補償係の項第１号中「建築都市局

」を「都市戦略局都市再生推進部事業推進課及び住宅部住宅整備課」に改め

、同項第２号中「建築都市局住宅部住宅整備課」を「住宅部住宅整備課」に
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改め、同条建設局総務用地部用地課用地係の項第２号中「建築都市局住宅部

住宅整備課」を「住宅部住宅整備課」に改め、同条建設局道路部道路維持課

道路維持係の項第２号中「電線類地中化事業」を「無電柱化事業」に改め、

同項第３号中「及びトンネル」を「、トンネル、横断歩道及び大型カルバー

ト」に改め、同項第４号中「モノレール軌道長寿命化事業の認可申請、調査

及び設計」を「モノレール軌道長寿命化計画の総括」に改め、同条建設局道

路部道路維持課道路環境係の項第１号中「道路照明灯ＬＥＤ化、ヒートアイ

ランド対策舗装等」を「小規模附属物等」に改め、同項第２号中「自転車道

整備事業等の調査及び設計」を「自転車活用推進」に改め、同項第４号中「

放置自転車」を「放置自転車対策」に改め、同条建設局公園緑地部の項を削

り、同条建設局の項中「河川部」を「河川公園部」に改め、同条建設局河川

部の項に次のように加える。

公園管理課

管理係

（１） 公園管理課及びみどり公園課の庶務に関すること。

（２） 公園管理課及びみどり公園課の所管に属する軽微な工事

の契約及びしゅん工認定に関すること。

（３） 公園、緑地、霊園及び街路樹の管理の総括に関すること

。

（４） 公園、緑地及び霊園の供用開始、廃止及び区域の変更に

関すること。

（５） 公園、緑地及び霊園の台帳に関すること。

（６） 公園、緑地及び霊園の境界の明示の総括に関すること。

（７） 公園、緑地及び霊園の統計調査に関すること。

（８） 公園、緑地及び霊園の占用及び使用の総括に関すること

。

（９） 公園、緑地及び霊園の巡視の総括に関すること。

（１０） 風致地区及び特別緑地保全地区の規制の総括に関する

こと。

（１１） 風致審議会に関すること。

事業推進係

（１） 公園緑地事業の予算の調整及び国庫補助要望に関するこ

と。

（２） 都市緑化、緑の保全等に関すること。

（３） 緑地協定及び民有地緑化の普及の指導に関すること。
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（４） 街路樹及び保存樹の指導及び総括に関すること。

（５） 霊園及び街路樹の調査及び計画に関すること。

（６） 自然公園及び遊歩道の調査、計画及び調整に関すること

。

みどり公園課

整備係

（１） 住区基幹公園の指導及び総括に関すること。

（２） 公園、緑地、霊園及び街路樹の維持補修事業の調整及び

総括に関すること。

設計係

（１） 主要施策に係る公園、緑地及び霊園の設計（防災事業に

係るものを含む。）に関すること。

（２） 公園（住区基幹公園を除く。）、緑地及び霊園の指導及

び総括に関すること。

第３条建設局の項に次のように加える。

住宅部

住宅計画課

計画係

（１） 市営住宅のマネジメントの企画・計画に関すること。

事業調整係

（１） 部、課の庶務に関すること。

（２） 部・課所管事業に伴う国庫補助申請等に関すること。

（３） 公的賃貸住宅等に関する企画・調整等に関すること。

（４） 住宅セーフティネットに関すること。

（５） 北九州市住宅供給公社に関すること。

（６） 北九州市居住支援協議会に関すること。

住宅管理課

管理第一係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 市営住宅の使用料及び付加使用料の決定及び変更に関す

ること。

（３） 市営住宅の使用料収入に係る電算処理に関すること。

（４） 市営住宅使用者の収入調査に関すること。

（５） 市営住宅の入居保証金の運用に関すること。

（６） 住宅委員会に関すること。
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管理第二係

（１） 市営住宅の入退居に関すること。

（２） 名義変更及び同居の承認に関すること。

（３） 退居時の住宅検査に関すること。

（４） 市営住宅管理人に関すること。

（５） 市営住宅の不正入居及び適正入居に関すること。

（６） 市営住宅における暴力団員等の排除に関すること。

訴訟係

（１） 市営住宅使用料の滞納整理及び訴訟に関すること。

（２） 市営住宅使用料の減免及び徴収猶予に関すること。

（３） 他の公的賃貸住宅のあっせんに関すること。

（４） 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

ストック活用係

（１） 市営住宅（未利用地等を含む。）の用途廃止、活用及び

処分に関すること。

（２） 市営住宅共同施設の運営管理に関すること。

（３） 市営住宅の台帳管理に関すること。

住宅整備課

整備第一係

整備第二係

（１） 課の庶務に関すること（整備第一係に限る。）。

（２） 市営住宅の建設及び改善の計画、起工等に関すること。

（３） 課所管事業に伴う補償に関すること。

（４） 市営住宅及び共同施設並びに団地内敷地の管理に関する

こと。

（５） 市営住宅の増改築及び模様替え等の承認に関すること。

建設係

（１） 市営住宅等建築工事の設計、監理及び検査に関すること

。

建築部

建築支援課

建築支援係

（１） 部、課（部内他課を含む。）の庶務に関すること。

（２） 市有建築物（市営住宅を除く。）整備の企画及び計画に

係る技術支援に関すること。
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（３） 市有建築物（市営住宅を除く。）の設計、工事等の依頼

に係る協議及び調整に関すること。

（４） 市有建築物（市営住宅を除く。）の整備に係る調査及び

調整に関すること。

保全指導係

（１） 市有建築物（学校施設及び市営住宅を除く。）の定期点

検業務に係る技術支援に関すること。

（２） 市有建築物（市営住宅を除く。）の建築に係る維持保全

の技術支援に関すること。

長寿命化係

（１） 市有建築物（学校施設及び市営住宅を除く。）の長寿命

化計画の推進に関すること。

（２） 市有建築物（学校施設及び市営住宅を除く。）の改修工

事に係る技術的な助言に関すること。

（３） 市有建築物（市営住宅を除く。）の長寿命化推進の技術

支援に関すること。

建築課

設計係

（１） 市有建築物（市営住宅及び大規模市有建築物を除く。）

の建築工事の設計に関すること。

大規模施設整備係

（１） 大規模市有建築物（市営住宅を除く。）の建築工事の設

計、工事監理及び検査に関すること。

工事係

（１） 市有建築物（市営住宅及び大規模市有建築物を除く。）

の建築工事の工事監理及び検査に関すること。

施設保全課

保全第一係

保全第二係

（１） 機能維持型工事（建築工事に限る。）の設計、工事監理

及び検査に関すること（市営住宅に係るものを除く。）。

（２） 各局で発注する軽微な工事の単価査定（建築工事に係る

ものに限る。）に関すること。

（３） 市有建築物（市営住宅を除く。）の耐震化促進の調整に

関すること。
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（４） 耐震改修（市営住宅を除く。）に伴う耐震診断、補強計

画、設計、工事監理及び検査に関すること。

設備部

機械設備課

設備調整係

（１） 部、課（電気設備課を含む。）の庶務に関すること。

（２） 市有建築物の設備に係る企画、計画及び調査に関するこ

と。

（３） 市有建築物の設備に係る新設及び更新の技術的支援に関

すること。

機械第一係

機械第二係

（１） 機械設備工事（他課の所管に属するものを除く。）の設

計、監理及び検査に関すること。

（２） 機能維持型工事（機械設備工事に限る。）の設計、監理

及び検査に関すること（市営住宅に係るものを除く。）。

電気設備課

電気第一係

電気第二係

（１） 電気設備工事（他課の所管に属するものを除く。）の設

計、監理及び検査に関すること。

（２） 機能維持型工事（電気設備工事に限る。）の設計、監理

及び検査に関すること（市営住宅に係るものを除く。）。

設備保全係

（１） 市有建築物（市営住宅を除く。）の設備に係る維持保全

の技術的支援に関すること。

（２） 各局で発注する軽微な工事の単価査定（設備工事に係る

ものに限る。）に関すること。

（３） 電気工作物（上下水道局、交通局及び公営競技局の管理

するもの並びにその管理を委託したものを除く。）の保安の業

務の総括に関すること。

第３条建築都市局の項を削り、同条港湾空港局港営部港営課港務係の項中

第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、第１２号を第１１号とし、同条

港湾空港局港営部港営課指導調整係の項の次に次のように加える。

土地活用推進係
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（１） 企業立地戦略の企画に関すること。

（２） 臨海部産業用地への企業立地促進に関すること。

（３） 企業立地の促進に係る行政支援に関すること。

（４） 未利用市有地（他課の所管に属するものを除く。）の調

査及び活用に関すること。

第３条港湾空港局港営部物流振興課物流振興係の項に次の１号を加える。

（４） 基幹統計その他港湾に関する各種統計に関すること。

第３条港湾空港局港営部物流振興課立地促進係の項を削り、同条港湾空港

局港湾整備部計画課開発係の項第３号を削り、同条港湾空港局港湾整備部計

画課の項に次のように加える。

事業調整係

（１） 港湾整備事業の事業調整に関すること。

（２） 港湾脱炭素化推進計画に関すること。

第３条港湾空港局空港企画部空港企画課企画係の項第３号及び第４号中「

利用促進」の次に「（空港アクセスを含む。）」を加え、同項第５号中「航

空貨物拠点化」を「物流拠点化」に改め、同項第７号中「ＰＲ」を「新技術

・脱炭素の推進に係る企画」に改め、同項中第８号を第９号とし、第７号の

次に次の１号を加える。

（８） 空港の新技術・脱炭素の推進に係る関係機関及び関係団

体との連絡調整に関すること。

第５条第４項中「みどりの愛護のつどい推進室」を「宇宙産業推進室、住

まい支援室」に改め、同条第５項中「総務局」を「総務市民局」に改め、同

条第６項中「市民文化スポーツ局地域・人づくり部」を「総務市民局地域・

人づくり部」に改め、同条第８項中「保健福祉局地域福祉部」を「保健福祉

局長寿推進部」に改め、同条第９項中「児童育成担当課長」を「居場所づく

り担当課長」に改める。

第７条中「みどりの愛護のつどい推進室長」を「宇宙産業推進室長、住ま

い支援室長」に改める。

第８条第４項中「みどりの愛護のつどい推進室長」を「宇宙産業推進室長

、住まい支援室長」に改め、同条第５項中「児童育成担当課長」を「居場所

づくり担当課長」に改める。

第１０条を削る。

（北九州市区役所等事務分掌規則の一部改正)

第２条 北九州市区役所等事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７６号の

一部を次のように改正する。
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第２条総務企画課広報広聴係（小倉南区役所を除く。）の項中第８号を削

り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし

、同条市民課市民係の項第３号中「及び戸籍の附票の写し」を「、戸籍の附

松ケ江出張所（

大里出張所（門

曽根出張所（小

両谷出張所（小

票の写し及び戸籍電子証明書提供用識別符号」に改め、同条東谷出張所（小

島郷出張所（若

折尾出張所（八

上津役出張所（

八幡南出張所（

門司区役所）

司区役所）

倉南区役所）

倉南区役所）

倉南区役所） の項第５号中「及び戸籍の附票の写し」を「、戸籍の附票の

松区役所）

幡西区役所）

八幡西区役所）

八幡西区役所）

写し及び戸籍電子証明書提供用識別符号」に改め、同項第３８号を削る。

（北九州市事業所事務分掌規則の一部改正）

第３条 北九州市事業所事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７７号）の

一部を次のように改正する。

第１０条中「及び感染症医療対策部感染症医療対策課」を削る。

第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の

１条を加える。

（身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所）

第１１条 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１１条第１項

に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律

第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談所は、保健福祉

局保健所地域リハビリテーション推進課をもって構成し、身体障害者更生

相談所長及び知的障害者更生相談所長は、保健福祉局保健所地域リハビリ

テーション推進課長をもって充てる。
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別表第１の企画調整局の項、総務局の項及び財政局の項を次のように改め

る。

政策局 北九州市東京 東京都千代田区有 第２類 所長

事務所 楽町二丁目１０番

１号（東京交通会

館内）

総務市 総務部 北九州市立文 北九州市小倉北区 第３類 館長

民局 学館 大手町１１番５号

北九州市平和 北九州市小倉北区 第２類 館長

のまちミュー 城内４番１０号

ジアム

地域・人 北九州市立生 北九州市小倉北区 第３類 所長

づくり部 涯学習総合セ 大門一丁目６番４

ンター ３号

北九州市立八 北九州市黒崎三丁 第３類 所長

幡西生涯学習 目１５番３号

総合センター

安全 北九州市立消 北九州市戸畑区汐 第３類 館長

・安 費生活センタ 井町１番６号

心推 ー

進部

北九 北九州市計量 北九州市小倉北区 第４類 所長

州市 検査所 親和町６番２号

立消

費生

活セ

ンタ

ー
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財政・ 北九州市東部 北九州市小倉北区 第２類 所長

変革局 市税事務所 大手町１番１号

北九州市西部 北九州市八幡西区 第２類 所長

市税事務所 黒崎三丁目１５番

３号

別表第１の市民文化スポーツ局の項を削り、同表の保健福祉局の項中

「

保健所 北九州市小倉北区 第２類 所長

馬借一丁目７番１ を

号

」

「

保健所 北九州市小倉北区 第２類 所長

馬借一丁目７番１

号

に
精神保健福祉 北九州市小倉北区 第３類 所長

センター 馬借一丁目７番１

号

難病相談支援 北九州市小倉北区 第３類 所長

センター 馬借一丁目７番１

号

」

改め、同表の子ども家庭局の項中

「

子育て支 北九州市立夜 北九州市戸畑区夜 第３類 所長

援部 宮青少年セン 宮一丁目２番１号

ター

北九州市科学 北九州市八幡東区 第１類 館長
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館 東田四丁目１番１

号 を

科学館 北九州市立こ 北九州市小倉北区 第４類 館長

ども文化会館 下到津四丁目３番

２号

」

「

子育て支 北九州市立夜 北九州市戸畑区夜 第３類 所長

援部 宮青少年セン 宮一丁目２番１号 に

ター

」

改め、同表の建設局の項及び建築都市局の項を次のように改める。

都市 総 文化 北九州市 北九州市小倉北区 第４類 所長

ブラ 務 企画 立埋蔵文 金田一丁目１番３

ンド 文 課 化財セン 号

創造 化 ター

局 部

北九州市 北九州市八幡西区 第３類 館長

立長崎街 木屋瀬三丁目１６

道木屋瀬 番２６号

宿記念館

北九州市 北九州市戸畑区西 第１類 館長

立美術館 鞘ケ谷町２１番１

号

北九州市 北九州市八幡東区 第１類 館長

立自然史 東田二丁目４番１

・歴史博 号

物館

北九州市 北九州市八幡東区 第１類 館長

科学館 東田四丁目１番１
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号

科学館 北九州市 北九州市小倉北区 第４類 館長

立こども 下到津四丁目３番

文化会館 ２号

北九州市 北九州市小倉北区 第２類 館長

立松本清 城内２番３号

張記念館

北九州市 北九州市小倉北区 第２類 館長

立文学館 城内４番１号

北九州市 北九州市小倉北区 第２類 館長

漫画ミュ 浅野二丁目１４番

ージアム ５号

都市 北九州市 北九州市八幡西区 第２類 所長

整備 折尾総合 大浦二丁目１３番

局 整備事務 ７号

所

北九州市 北九州市小倉北区 第２類 所長

東部整備 大手町１番１号

事務所

北九州市 北九州市八幡西区 第２類 所長

西部整備 黒崎三丁目１５番

事務所 ３号

別表第１の小倉北区役所の項中

「

北九州市立下 北九州市小倉北区神幸町４番 第４類 所長

富野保育所 ２０号

を
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北九州市立白 北九州市小倉北区白銀二丁目 第４類 所長

銀保育所 ２番２５号

」

「

に
北九州市立下 北九州市小倉北区神幸町４番 第４類 所長

富野保育所 ２０号

」

改める。

別表第２の平和のまちミュージアムの項の次に次のように加える。

生涯学習総合センター

庶務係

（１） 所及び生涯学習センターの庶務に関すること。

（２） 所、生涯学習センター及び婦人会館の管理運営に関するこ

と。

（３） 所、八幡西生涯学習総合センター、生涯学習センター及び

婦人会館の連絡調整に関すること。

（４） 生涯学習の推進に係る調査研究に関すること。

（５） 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

（６） 生涯学習に関する相談に関すること。

（７） 生涯学習に係る人材の育成に関すること。

（８） 生涯学習に関する指導及び助言に関すること。

八幡西生涯学習総合センター

運営係

（１） センターの庶務に関すること。

（２） センターの管理運営に関すること。

（３） 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

（４） 生涯学習に関する相談に関すること。

（５） 生涯学習に係る人材の育成に関すること。

消費生活センター

消費生活係

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 生活関連物資対策に関すること。

（３） 総合食料品小売センターに関すること。

（４） 家庭用品等の表示に係る立入検査等に関すること。

（５） 施設の維持管理に関すること。
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（６） 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

（７） 消費者の啓発及び教育に関すること。

（８） 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

（９） 消費生活に係る事業者の指導に関すること。

（１０） 消費者団体及び消費者リーダーの育成に関すること。

（１１） 消費生活審議会に関すること。

（１２） 区における消費生活相談窓口に関すること。

計量検査所

（１） 所の庶務に関すること。

（２） 計量器の定期検査に関すること。

（３） 計量に係る立入検査に関すること。

（４） 計量思想の普及に関すること。

（５） その他計量の指導及び取締りに関すること。

別表第２の生涯学習総合センターの項、八幡西生涯学習総合センターの項

、埋蔵文化財センターの項、長崎街道木屋瀬宿記念館の項、消費生活センタ

ーの項、計量検査所の項、美術館の項、自然史・歴史博物館の項、松本清張

記念館の項、文学館の項及び漫画ミュージアムの項を削り、同表の保健所医

務薬務課の項の前に次のように加える。

保健企画課

企画調整係

（１） 所、課の庶務に関すること。

（２） 地域保健法第５条第１項の保健所の総括に関すること。

（３） 保健所運営協議会に関すること。

（４） 保健所における健康危機対応の総括に関すること。

（５） 保健技術者の研修及び育成に関すること。

（６） 使用料及び手数料の収納に関すること。

（７） 地域保健に係る調査、研究及び啓発に関すること。

（８） 人口動態調査その他保健関係の統計に関すること（国民健

康・栄養調査を除く。）。

（９） 総合保健福祉センターの施設の維持管理に関すること。

（１０） 総合保健福祉センター内事務の連絡調整に関すること。

（１１） 総合保健福祉センター付属駐車場の運営に関すること。

公害保健係

（１） 公害に係る健康被害の補償に関すること。

（２） 公害に係る健康被害の予防事業に関すること。
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感染症予防係

（１） 感染症の予防及び医療の総括に関すること。

（２） 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。

別表第２の保健所医務薬務課医務係の項第１号中「所、」を削り、同項中

第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り

上げ、第８号から第１２号までを削り、同表の保健所保健予防課予防係の項

第３号中「（新型コロナウイルス感染症を除く。）」を削り、同項第５号中

「（新型コロナウイルス感染症患者を除く。）」を削り、同項第６号中「（

新型コロナウイルス感染症を除く。）」を削り、同表の保健所保健予防課の

項中 を「感染症保健係」に改め、同表の保健所保健予
「感染症保健第一係

感染症保健第二係」

防課公害保健係の項を削り、同表の保健予防課所保健予防課の項の次に次の

ように加える。

地域リハビリテーション推進課

障害者福祉係

（１） 課の庶務に関すること。

（２） 心身障害者の更生、援護等の相談に関すること。

（３） 心身障害者の医学的、心理学的及び職能的検査、診断及び

判定並びにこれらに基づく必要な指導に関すること。

（４） 心身障害者巡回相談に関すること。

（５） 身体障害者福祉業務についての調査及び研究に関すること

。

（６） 身体障害者の自立支援医療(更生医療に限る。)の要否の判

定に関すること。

（７） 戦傷病者の更生医療の要否の判定に関すること。

（８） 身体障害者及び戦傷病者の補装具の要否、処方及び適合判

定に関すること。

（９） 言語機能回復訓練事業に関すること。

（１０） 中途視覚障害者緊急生活訓練事業に関すること。

（１１） 介護実習・普及センター（福祉用具プラザ北九州）に関

すること。

（１２） 関係職員の専門技術研修及び育成に関すること。

（１３） 前各号に掲げるもののほか、北九州市立障害福祉センタ

ーに関すること。

障害認定係
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（１） 北九州市介護給付費等の支給に関する審査会の管理運営等

に関すること。

（２） 障害支援区分の審査判定等（他の所管に属するものを除く

。）に関すること。

（３） 障害支援区分等に係る認定調査に関すること。

リハビリテーション推進係

（１） 地域リハビリテーションの推進に関すること。

（２） 区リハビリテーション連絡協議会に関すること。

精神保健福祉センター

管理係

（１） センターの庶務に関すること。

（２） 使用料及び手数料の収納に関すること。

（３） 薬品の購入並びに１件３０万円以下の医療用機器材の購入

、修繕等の契約及び検収に関すること。

（４） 精神医療審査会に関すること。

（５） 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療（精神通院医療

に限る。）に関すること。

技術支援係

（１） 精神保健及び精神障害者の福祉に関する普及啓発及び調査

研究に関すること。

（２） 関係諸機関に対する技術支援及び教育研修に関すること。

（３） 精神障害者の社会復帰に必要な相談、指導等に関すること

。

（４） ひきこもり地域支援センターに関すること。

いのちとこころの支援係

（１） いのちとこころの支援センターに関すること。

難病相談支援センター

企画調整係

（１） センターの庶務に関すること。

（２） 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律

第５０号）に基づく特定医療費の支給に関すること。

（３） 在宅人工呼吸器使用患者支援事業に関すること。

（４） その他難病患者等の支援に関すること。

（５） 疾病対策に関すること。

東部生活衛生課
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別表第２の保健所西部生活衛生課広域食品指導係（東部生活衛生課に限る

。）の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同表の科学館の項及びこど

も文化会館の項を削り、同表の中央卸売市場の項の次に次のように加える。

埋蔵文化財センター

（１） 所の庶務に関すること。

（２） 所の管理運営に関すること。

（３） 埋蔵文化財の調査に関すること。

（４） 出土品その他の考古学的資料の整理、収蔵及び研究に関す

ること。

長崎街道木屋瀬宿記念館

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

（３） 木屋瀬宿に係る史料に関すること。

（４） 木屋瀬地域の文化の振興に関すること。

美術館

普及課

普及係

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

（３） 美術の普及に関すること。

（４） 美術品取得基金の管理に関すること。

学芸課

学芸係

（１） 美術品等の収集、保管及び展示に関すること。

（２） 美術館資料の調査研究に関すること。

（３） 美術についての講演会、講習会及び講座等の開催に関する

こと。

（４） 美術相談に関すること。

自然史・歴史博物館

普及課

企画係

（１） 館、課、自然史課及び歴史課の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営及び広報に関すること。

（３） 特別展の総合調整に関すること。

教育普及係
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（１） 館の教育普及に関すること（他課の所管に属するものを除

く。）。

自然史課

（１） 自然史資料等の収集、保管及び展示に関すること。

（２） 自然史資料等の調査研究に関すること。

（３） 自然史等についての講演会、講習会及び講座等の開催に関

すること。

（４） 自然史等の相談に関すること。

歴史課

（１） 歴史資料等の収集、保管及び展示に関すること。

（２） 歴史資料等の調査研究に関すること。

（３） 歴史等についての講演会、講習会及び講座等の開催に関す

ること。

（４） 歴史等の相談に関すること。

科学館

普及課

庶務係

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

（３） こども文化会館の維持管理に関すること。

普及係

（１） 館の広報に関すること。

（２） 科学及び技術についての展示に関すること。

（３） 科学及び技術についての講演会、講習会、講座等の開催に

関すること。

（４） 科学に関するグループ活動及びその指導者の育成に関する

こと。

（５） 科学に関する実験実習及びプラネタリウムによる天体学習

に関すること。

（６） 科学を学習する上で必要となる教材の提供に関すること。

（７） 科学に関する催し物の開催及び周辺施設等と連携したにぎ

わいづくりに関すること。

こども文化会館

（１） 館の管理運営に関すること。

（２） 児童文化についての講演会、講習会、講座等の開催に関す
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ること。

（３） 指導者の育成に関すること。

（４） 児童の創作発表に関すること。

（５） 児童文化クラブの指導及び奨励に関すること。

（６） 児童文化財の製作及び展示に関すること。

（７） 児童文化についての資料及び情報の提供に関すること。

松本清張記念館

事務局

庶務係

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

企画係

（１） 松本清張についての文学資料等の収集、保管及び展示に関

すること。

（２） 松本清張についての文学資料等の調査研究に関すること。

（３） 松本清張の作品についての特別展及び文学講座等の開催に

関すること。

（４） 松本清張についての情報の集積及び発信に関すること。

文学館

事務局

庶務係

（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

企画係

（１） 市にゆかりのある文学者に係る文学資料等の収集、保管及

び展示に関すること。

（２） 市にゆかりのある文学者に係る文学資料等の調査研究に関

すること。

（３） 特別展、文学講座等の開催に関すること。

（４） 北九州市における文学賞についての情報の集積及び発信に

関すること。

（５） 文学の振興及び相談に関すること。

漫画ミュージアム

事務局

庶務係

54



（１） 館の庶務に関すること。

（２） 館の管理運営に関すること。

（３） 閲覧エリアに係る漫画関連資料等の収集、保管及び展示に

関すること。

企画係

（１） 館の広報に関すること。

（２） 漫画関連資料等（閲覧エリアに係るものを除く。）の収集

、保管及び展示に関すること。

（３） 漫画関連資料等の調査研究に関すること。

（４） 漫画等についての特別展、講演会及び講座等の企画及び開

催に関すること。

折尾総合整備事務所

事業調整課

管理係

（１） 所、課（所内他課を含む。）の庶務に関すること。

（２） 折尾土地区画整理審議会等の運営に関すること。

事業調整係

（１） 折尾地区総合整備事業の事業計画、実施計画及び事業の進

捗管理に関すること。

（２） 折尾地区総合整備事業に係る関係団体等との連絡調整に関

すること。

（３） 連続立体交差点事業において九州旅客鉄道株式会社が施工

する工事に伴う補償及び地元対応等に関すること。

（４） 連続立体交差事業の整備に伴う認可申請及び調査等に関す

ること。

整備課

事業係

（１） 土地区画整理事業の事業計画及び実施計画の調整及び管理

に関すること（資金計画を含む。）。

（２） 土地区画整理事業及び街路事業等の事業進捗及び予算執行

の調整及び管理に関すること。

（３） 仮換地に指定されない土地の管理に関すること。

換地係

（１） 換地設計及び仮換地の指定（権利の申告等を含む。）に関

すること。
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（２） 換地計画及び換地処分に関すること。

（３） 土地区画整理事業の施行地区内の建築行為の制限に関する

こと。

（４） 土地区画整理事業に伴う諸証明の受付及び発行に関するこ

と。

工事係

（１） 土地区画整理事業の工事に係る調査、設計及び施工に関す

ること。

（２） 街路事業等の整備に伴う認可申請、調査及び設計並びに工

事に関すること。

別表第２の折尾総合整備事務所の項を削る。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（北九州市公印規則の一部改正）

２ 北九州市公印規則（昭和３８年北九州市規則第６号）の一部を次のように

改正する。

第８条第２項中「総務局総務部法制課長」を「総務市民局総務部法制課長

」に改める。

第１０条第１項本文中「、市政変革推進室長、秘書室長及び広報室長」を

「及び市長公室長」に改める。

第１５条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

別表第１の市印・市長印等の項中

「 「

総務局総 総務市民

務部法制 を 局総務部 に改め、

課 法制課

」 」

同表の専用市印・専用市役所印の項中

「

総務局人事部人事課長 総務局人事部人事課

保健福祉局健康医療部保険 保健福祉局健康医療部保険年金課 を

年金課長及び区役所国保年 及び区役所国保年金課

金課長
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」

「

総務市民局人事部人事課長 総務市民局人事部人事課

保健福祉局長寿推進部保険 保健福祉局長寿推進部保険年金課 に、

年金課長及び区役所国保年 及び区役所国保年金課

金課長

」

「

健保特例専用 方１ ２ 日雇特例 区役所総務 区役所総務

北九州市印 ５ 被保険者 企画課長（ 企画課（門

受給資格 門司区役所 司区役所、

者票用及 、若松区役 若松区役所

び健康保 所及び戸畑 及び戸畑区

険日雇特 区役所に限 役所に限る

例被保険 る。） 。）

者手帳用

を

介護保険専用 ３ サービス 区役所保健 区役所保健

北九州市印 利用票（ 福祉課長 福祉課

兼居宅サ

ービス計

画）用及

びサービ

ス提供票

用

」

「

介護保険専用 方１ ２ サービス 区役所保健 区役所保健

北九州市印 ５ 利用票（ 福祉課長 福祉課

兼居サー

ビス計画 に、

）用及び

サービス

提供票用
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」

「 「

４ を ３ に、

」 」

「

技術支援部及 方２ ５ 技術支援 保健福祉局 保健福祉局

び保健所専用 ４ 部及び保 感染症医療 感染症医療

北九州市印 健所にお 対策部感染 対策部感染 を

ける公文 症医療対策 症医療対策

書用 課長 課

」

「

保健所専用北 方２ ４ 保健所に 保健福祉局 保健福祉局

九州市印 ４ おける公 保健所保健 保健所保健 に、

文書用 企画課長 企画課

」

「 「

を に、
市名をもってする総務局 市名をもってする総務市

長が指定する帳票用 民局長が指定する帳票用

」 」

「 「

総務局総務部法制課 を 総務市民局総務部法制課 に改め、

」 」

同表の専用市長印の項中

「

総務局人事部人事課長 総務局人事部人事課

法制課長 総務局総務部法制課

財政局財務部財政課長 財政局財務部財政課

を

財政局税務部課税第一課長 財政局税務部課税第一課長

財政局債権管理室東部料金納 財政局債権管理室東部料金納付

付課長及び西部料金納付課長 課及び西部料金納付課
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」

「

総務市民局人事部人事課長 総務市民局人事部人事課

法制課長 総務市民局総務部法制課

財政・変革局財務部財政課長 財政・変革局財務部財政課

に、

財政・変革局税務部課税第一 財政・変革局税務部課税第一課

課長

財政・変革局債権管理室東部 財政・変革局債権管理室東部料

料金納付課長及び西部料金納 金納付課及び西部料金納付課

付課長

」

「

健保特例専用 方２ ９ 健康保険 区役所総 区役所

北九州市長印 １ 日雇特例 務企画課 総務企

被保険者 長（門司 画課（

保険料納 区役所、 門司区

入状況の 若松区役 役所、

証明事務 所及び戸 若松区

用 畑区役所 役所及 を

に限る。 び戸畑

） 区役所

に限る

。）

国民年金専用 方２ １０ 国民年金 区役所国 区役所

北九州市長印 ４ 諸届審査 保年金課 国保年

用 長 金課

」

「

国民年金専用 方２ ９ 国民年金 区役所国 区役所

北九州市長印 ４ 諸届審査 保年金課 国保年 に、
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用 長 金課

」

「 「

１１ １０

１２ １１

を に、

１３ １２

１４ １３

」 」

「

技術支援部及 市長名を 保健福祉 保健福

び保健所専用 もってす 局感染症 祉局感

北九州市長印 る技術支 医療対策 染症医

援部及び 部感染症 療対策 を

保健所に 医療対策 部感染

おける公 課長 症医療

文書用 対策課

」

「

保健所専用北 市長名を 保健福祉 保健福

九州市長印 もってす 局保健所 祉局保

る保健所 保健企画 健所保 に、

における 課長 健企画

公文書用 課

」

「 「

１５ １４

１６ １５

１７ を １６ に、
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１８ １７

１９ １８

２０ １９

」 」

「

特殊車両通 ２１ 特殊車 建設局道 建設局道路

行許可専用 両通行 路部管理 部管理課

北九州市長 許可証 課長

印 用

整備事務所 ２２ 市長名 整備事務 整備事務所

専用北九州 をもっ 所庶務課 庶務課 を

市長印 てする 長

整備事

務所に

おける

公文書

用

」

「

建築事務専 ２０ 建築諸 都市戦略 都市戦略局

用北九州市 証明事 局指導部 指導部建築

長印 務用 建築審査 審査課

課長

に、

特殊車両通 ２１ 特殊車 都市整備 都市整備局

行許可専用 両通行 局道路部 道路部管理

北九州市長 許可証 管理課長 課

印 用

」
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「 「

２３ ２２

を に、

２４ ２３

」 」

「

建築都市局住宅部住宅管理課長 建築都市局住宅部住宅管理課 を

」

「

都市整備局住宅部住宅管理課長 都市整備局住宅部住宅管理課 に、

」

「

建築事務専 ２５ 建築諸証 建築都市局 建築都市局

用北九州市 明事務用 指導部建築 指導部建築 を

長印 審査課長 審査課

」

「

整備事務所 ２４ 市長名を 整備事務所 整備事務所

専用北九州 もってす 庶務課長 庶務課

に、
市長印 る整備事

務所にお

ける公文

書用

」

「

２６ 建設局及び建築 建設局総務用地部 建設局総務用地部

都市局における 総務課長及び建築 総務課及び建築都

契約事務用及び 都市局総務部総務 市局総務部総務課 を

登記事務用 課長

」

「

２５ 都市戦略局及び 都市戦略局総務政 都市戦略局総務政

都市整備局にお 策部総務課長及び 策部総務課及び都

ける契約事務用 都市整備局総務用 市整備局総務用地 に、

及び登記事務用 地部総務課長 部総務課
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」

「 「

２７ ２６

２８ ２７

２９ ２８

３０ を ２９ に、

３１ ３０

３２ ３１

３３ ３２

」 」

「

市長名をもってする 法制課長 総務局総務部法制課

総務局長が指定する

帳票用

市長名をもってする 財政局税務部課税 財政局税務部課税第二

総務局長が指定する 第二課長及び固定 課及び固定資産税課並

帳票に係る訂正用 資産税課長並びに びに市税事務所市民税 を

市税事務所市民税 課、門司税務課、小倉

課長、門司税務課 南税務課、若松税務課

長、小倉南税務課 、八幡東税務課及び戸

長、若松税務課長 畑税務課

、八幡東税務課長

及び戸畑税務課長

」

「

市長名をもってする 法制課長 総務市民局総務部法制

総務市民局長が指定 課

する帳票用
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市長名をもってする 財政・変革局税務 財政・変革局税務部課

総務市民局長が指定 部課税第二課長及 税第二課及び固定資産

する帳票に係る訂正 び固定資産税課長 税課並びに市税事務所 に

用 並びに市税事務所 市民税課、門司税務課

市民税課長、門司 、小倉南税務課、若松

税務課長、小倉南 税務課、八幡東税務課

税務課長、若松税 及び戸畑税務課

務課長、八幡東税

務課長及び戸畑税

務課長

」

改め、同表の補助機関等の印の副市長印の項中

「 「

総務局総務部法制課 を 総務市民局総務部法制課 に

」 」

改め、同表の補助機関等の印の項中

「

財政局税務部固定資産税課長 財政局税務部固定資産税課

を
建築都市局指導部建築審査課 建築都市局指導部建築審査課

長

法制課長 総務局総務部法制課

」

「

財政・変革局税務部固定資産 財政・変革局税務部固定資産税

税課長 課

都市戦略局指導部建築審査課 都市戦略局指導部建築審査課 に、

長

法制課長 総務市民局総務部法制課

」
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「

保健福祉局保健所医務薬務課 保健福祉局保健所医務薬務課及

長及び西部生活衛生課長 び西部生活衛生課

を

保健福祉局技術支援部地域リ 保健福祉局技術支援部地域リハ

ハビリテーション推進課長 ビリテーション推進課

」

「

保健福祉局保健所保健企画課 保健福祉局保健所保健企画課及

長及び西部生活衛生課長 び西部生活衛生課

に

保健福祉局保健所地域リハビ 保健福祉局保健所地域リハビリ

リテーション推進課長 テーション推進課

」

改め、同表の補助機関等の専用印の項中

「

市民文化スポーツ局市民総務 市民文化スポーツ局市民総務部

を
部戸籍住民課長及び区政事務 戸籍住民課及び区政事務センタ

センター所長並びに区役所市 ー並びに区役所市民課及び区役

民課長及び区役所出張所長 所出張所

」

「

総務市民局市民部区政推進課 総務市民局市民部区政推進課及

に、
長及び区政事務センター所長 び区政事務センター並びに区役

並びに区役所市民課長及び区 所市民課及び区役所出張所

役所出張所長

」

「

市民文化スポーツ局市民総務 市民文化スポーツ局市民総務部

部区政事務センター所長及び 区政事務センター及び区役所市 を

区役所市民課長 民課

」

「

総務市民局市民部区政事務セ 総務市民局市民部区政事務セン

ンター所長及び区役所市民課 ター及び区役所市民課 に、

65



長

」

「

を
電子計算機処理による福祉事務所長名をもってする帳票（総務

局長が指定するものに限る。）用

」

「

に、
電子計算機処理による福祉事務所長名をもってする帳票（総務

市民局長が指定するものに限る。）用

」

「 「

総務局総務部法制課 を 総務市民局総務部法制課 に

」 」

改める。

別表第２の２ 専用市印及び専用市役所印の表中ひな型２を削り、ひな型

３をひな型２とし、ひな型４をひな型３とし、ひな型５をひな型４とする。

別表第２の３ 専用市長印の表中ひな型９を削り、ひな型１０をひな型９

とし、ひな型１１からひな型２０までを１ずつ繰り上げ、ひな型１９の次に

次のように加える。

２０

建 築 事 務

北 九 州 市 長 印

専 用

別表第２の３ 専用市長印の表中ひな型２２を削り、ひな型２３をひな型

２２とし、ひな型２４をひな型２３とし、ひな型２３の次に次のように加え

る。

２４

北 九 州
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市 長 印

別表第２の３ 専用市長印の表中ひな型２５を削り、ひな型２６をひな型

２５とし、ひな型２７からひな型３３までを１ずつ繰り上げる 。

（北九州市公報発行規則の一部改正）

３ 北九州市公報発行規則（昭和３８年北九州市規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条第１項中「総務局総務部法制課長」を「総務市民局総務部法制課長

」に改める。

（北九州市広告物審議会規則の一部改正）

４ 北九州市広告物審議会規則（昭和３８年北九州市規則第８０号）の一部を

次のように改正する。

第６条中「建設局」を「都市整備局」に改める。

（北九州市職員懲戒審査委員会規則の一部改正）

５ 北九州市職員懲戒審査委員会規則（昭和３８年北九州市規則第８２号）の

一部を次のように改正する。

第３条第２項中「総務局人事部」を「総務市民局人事部」に、「総務局長

」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市自動車交通事故対策委員会規則の一部改正）

６ 北九州市自動車交通事故対策委員会規則（昭和３８年北九州市規則第１２

２号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「総務局長」を「総務市民局長」に、「総務局総務部長」

を「総務市民局総務部長」に改める。

第９条中「総務局総務部総務課」を「総務市民局総務部総務課」に改める

。

（北九州市会計規則の一部改正）

７ 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１を次のように改める。

出納員 局部課 出納員となるべき 局区長となる 所管会

へ委任 職 べき職 計管理

する事 者

務
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会計管 会計室 会計室次長 会計室長 会計管

理者の 理者

命をう 市長 秘書課 秘書課長 市長公室長

けてつ 公室

かさど マーケティ マーケティング課

る当該 ング課 長

局部課

におい

て取り 広報戦略課 広報戦略課長

扱う現

金、物

品及び 報道課

有価証

券並び 危機 危機管理課 危機管理課長 危機管理監

に使用 管理

不能物 室

品の出

納保管 デジ ＤＸ推進課 ＤＸ推進課長 デジタル政策

事務 タル 監

市役

所推

進室

技術 技 技術企 技術企画課長 技術監理局長

監理 術 画課

局 部

検査課

技術管

理課

技術支

援課
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契 契約制 契約制度課長

約 度課

部

契約課 契約課長

政策 総 総務課 総務課長 政策局長

局 務

国

際 国際政 国際政策課長

部 策課

政 政策課 政策課長

策

部

Ｚ世代 Ｚ世代課長

課

東京事務所 東京事務所副所長 東京事務所長

総務 総 総務課 総務課長 総務市民局長

市民 務

局 部 法制課 法制課長

文書館 文書館長

平 平和の 平和のまちミュー

和 まちミ ジアム事務局長

の ュージ

ま アム事

ち 務局

ミ

ュ

ー
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ジ

ア

ム

女性の輝く 女性の輝く社会推

社会推進室 進室次長

人 人事課 人事課長

事

部 給与課 給与課長

福利課 福利課長

市 区政推 区政推進課長

民 進課

部

区政事 区政事務センター

務セン 所長

ター

広聴課 広聴課長

地 地域振 地域振興課長

域 興課

・

人

づ 生涯学 生涯学習課長

く 習課

り

部
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安 安全・ 安全・安心推進課

全 安心推 長

・ 進課

安

心

推

進

部

財政 財 財政課 財政課長 財政・変革局

・変 務 長

革局 部

市 市政変 市政変革推進室次

政 革推進 長

変 室

革

推

進

室

税 税制課 税制課長

務

部

課税第 課税第一課長

一課

課税第 課税第二課長

二課

固定資 固定資産税課長

産税課

収税企 収税企画課長
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画課

債 企画管 企画管理課長

権 理課

管

理

室

保健 総 総務課 総務課長 保健福祉局長

福祉 務

局 部

地 地域福 地域福祉推進課長

域 祉推進

共 課

生

社

会 認知症 認知症支援・介護

推 支援・ 予防課長

進 介護予

部 防課

保護課 保護課長

長 長寿社 長寿社会対策課長

寿 会対策

推 課

進

部 介護保 介護保険課長

険課

保険年 保険年金課長

金課

先進的介護 先進的介護システ

72



システム推 ム推進室次長

進室

障 障害福 障害福祉企画課長

害 祉企画

福 課

祉

部 障害者 障害者支援課長

支援課

精神保 精神保健・地域移

健・地 行推進課長

域移行

推進課

健 地域医 地域医療課長

康 療課

医

療 健康推 健康推進課長

部 進課

健康危 健康危機管理課長

機管理

課

夜間・ 夜間・休日急患セ

休日急 ンター長

患セン

ター

保 保健衛 保健衛生課長

健 生課

衛

生 動物愛 動物愛護センター

部 護セン 所長
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ター

保 保健企 保健企画課長

健 画課

所

医務薬 医務薬務課長

務課

保健予 保健予防課長

防課

地域リ 地域リハビリテー

ハビリ ション推進課長

テーシ

ョン推

進課

精神保 精神保健福祉セン

健福祉 ター所長

センタ

ー

難病相 難病相談支援セン

談支援 ター所長

センタ

ー

東部生 東部生活衛生課長

活衛生

課

人 人権文 人権文化推進課長

権 化推進

推 課
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進

セ 同和対 同和対策課長

ン 策課

タ

ー

子ど 子 総務企 総務企画課長 子ども家庭局

も家 ど 画課 長

庭局 も

家 こども こども施設企画課

庭 施設企 長

部 画課

子 子育て 子育て支援課長

育 支援課

て

支 こども こども若者成育課

援 若者成 長

部 育課

環境 総 総務課 総務課長 環境局長

局 務

政

策

部 環境学 環境学習課長

習課

グ グリー グリーン成長推進

リ ン成長 課長

ー 推進課

ン

成 再生可 再生可能エネルギ

長 能エネ ー導入推進課長

推 ルギー

進 導入推
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部 進課

サーキ サーキュラーエコ

ュラー ノミー推進課長

エコノ

ミー推

進課

環 環境国 環境国際戦略課長

境 際戦略

国 課

際

部

環 環境監 環境監視課長

境 視課

監

視 産業廃 産業廃棄物対策課

部 棄物対 長

策課

循 循環社 循環社会推進課長

環 会推進

社 課

会

推 業務課 業務課長

進

部 施設課 施設課長

産業 総 総務課 総務課長 産業経済局長

経済 務

局 政

策 産業政 産業政策課長

部 策課
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地 雇用・ 雇用・産業人材政

域 産業人 策課長

経 材政策

済 課

振

興 中小企 中小企業振興課長

部 業振興

課

サービ サービス産業政策

ス産業 課長

政策課

未 未来産 未来産業推進課長

来 業推進

産 課

業

推 宇宙産 宇宙産業推進室長

進 業推進

部 室

スター スタートアップ推

トアッ 進課長

プ推進

課

企 企業立 企業立地支援課長

業 地支援

立 課

地

支 国際ビ 国際ビジネス戦略

援 ジネス 課長

部 戦略課
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物流拠点推 物流拠点推進室次

進室 長

農 農林課 農林課長

林

水 水産課 水産課長

産

部

鳥獣被 鳥獣被害対策課長

害対策

課

都市 総 総務課 総務課長 都市ブランド

ブラ 務 創造局長

ンド 文

創造 化 文化企 文化企画課長

局 部 画課

観 観光課 観光課長

光

に

ぎ МＩＣ МＩＣＥ・エンタ

わ Ｅ・エ ーテインメント課

い ンター 長

部 テイン

メント

課

ス スポー スポーツ振興課長

ポ ツ振興

ー 課

ツ

部

美 普及課 普及課長
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術

館 学芸課 学芸課長

松 松本清 松本成長記念館事

本 張記念 務局長

清 館事務

張 局

記

念

館

文 文学館 文学館事務局長

学 事務局

館

漫 漫画ミ 漫画ミュージアム

画 ュージ 事務局長

ミ アム事

ュ 務局

ー

ジ

ア

ム

都市 総 総務課 総務課長 都市戦略局長

戦略 務

局 政

策 住まい 住まい支援室長

部 支援室

計 都市計 都市計画課長

画 画課

部

都市交 都市交通政策課長
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通政策

課

開発指 開発指導課長

導課

指 建築指 建築指導課長

導 導課

部

建築審 建築審査課長

査課

都 都市再 都市再生企画課長

市 生企画

再 課

生

推 緑政課 緑政課長

進

部

事業推 事業推進課長

進課

空き家 空き家活用推進課

活用推 長

進課

都市 総 総務課 総務課長 都市整備局長

整備 務

局 用

地 用地管 用地管理課長

部 理課

用地課 用地課長

道 管理課 管理課長
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路

部 道路維 道路維持課長

持課

道路計 道路計画課長

画課

道路建 道路建設課長

設課

街路課 街路課長

河 水環境 水環境課長

川 課

公

園 河川整 河川整備課長

部 備課

神嶽川 神嶽川旦過地区整

旦過地 備室長

区整備

室

公園管 公園管理課長

理課

みどり みどり公園課長

公園課

住 住宅計 住宅計画課長

宅 画課

部
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住宅管 住宅管理課長

理課

住宅整 住宅整備課長

備課

建 建築支 建築支援課長

築 援課

部

建築課 建築課長

施設保 施設保全課長

全課

設 機械設 機械設備課長

備 備課

部

電気設 電気設備課長

備課

港湾 エ エネル エネルギー産業拠 港湾空港局長

空港 ネ ギー産 点化推進課長

局 ル 業拠点

ギ 化推進

ー 課

産

業

拠

点

化

推

進

室
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空 空港企 空港企画課長

港 画課

企

画

部

消防 総 総務課 総務課長 消防局長

局 務

部 人事課 人事課長

訓練研 訓練研修センター

修セン 所長

ター

予 予防課 予防課長

防

部 指導課 指導課長

規制課 規制課長

警 警防課 警防課長

防

部 消防団 消防団課長

課

消防航 消防航空隊長

空隊

救 救急課 救急課長

急

部 指令課 指令課長

市議 総務課 総務課長 市議会事務局

会事 長

務局 議事課
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政策調査課

教育 総 総務課 総務課長 教育次長

委員 務

会事 部 企画調 企画調整課長

務局 整課

教 教職員 教職員課長

職 課

員

部

学 学事課 学事課長

校

支

援 学校保 学校保健課長

部 健課

施設課 施設課長

学 指導企 指導企画課長

校 画課

教

育

部 学校教

育課

生徒指

導課

特別支

援教育
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課

次 次世代 次世代教育推進課

世 教育推 長

代 進課

教

育 教育情 教育情報化推進課

推 報化推 長

進 進課

部

幼稚園 幼稚園長

小学校 小学校長

中学校 中学校長

特別支援学 特別支援学校長

校

人事 総務課 総務課長 人事委員会行

委員 政委員会事務

会行 任用課 任用課長 局長

政委

員会 調査課

事務

局

選挙 総務課 総務課長 選挙管理委員

管理 会行政委員会

委員 選挙課 選挙課長 事務局長

会行

政委

員会

事務

85



局

監査 総務課 総務課長 監査委員行政

委員 委員会事務局

行政 監査第一課 監査第一課長 長

委員

会事

務局 監査第二課

別表第２を次のように改める。

区出納 局部課 区出納員となるべ 局区長となる 所管会

員へ委 き職 べき職 計管理

任する 者

事務

門司区 総務企画課 庶務係長 門司区長 門司区

会計管 会計管

理者の コミュニティ支 コミュニティ支援 理者

命を受 援課 課長

けてつ

かさど 市民課 市民課長

る当該

局部課 国保年金課 国保年金課長

におい

て取り まちづくり整備 まちづくり整備課

扱う現 課 長

金、物

品及び 保健福祉課 保健福祉課長

有価証

券並び 保護課 保護課長

に使用

不能物 松ケ江出張所 松ケ江出張所長

品の出
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納保管 大里出張所 大里出張所長

事務

東 門司税務課 門司税務課長

部

市

税

事

務

所

新門司地域交流 新門司地域交流セ

センター ンター次長

新門司工場 新門司工場長

新門司環境セン 新門司環境センタ

ター ー副所長

門司港レトロ課 門司港レトロ課長

港 総務 総務課 総務課長 港湾空港局長

湾 部

空 クルー クルーズ・交流課

港 ズ・交 長

局 流課

港営 港営課 港営課長

部

物流振 物流振興課長

興課

港湾 計画課 計画課長

整備

部 整備課 整備課長
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門 予防課 予防課長 門司区長

司

消

防 警防課

署

小倉北 総務企画課 庶務係長 小倉北区長 小倉北

区会計 区会計

管理者 コミュニティ支 コミュニティ支援 管理者

の命を 援課 課長

受けて

つかさ 市民課 市民課長

どる当

該局部 国保年金課 国保年金課長

課にお

いて取 まちづくり整備 まちづくり整備課

り扱う 課 長

現金、

物品及 保健福祉課 保健福祉課長

び有価

証券並 保護第一課 保護第一課長

びに使

用不能 保護第二課 保護第二課長

物品の

出納保 保護第三課 保護第三課長

管事務

地域 生涯学習 生涯学習総合セン

・人 総合セン ター所長

づく ター

り部

債権 東部料金 東部料金納付課長

管理 納付課

室
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東部 市民税課 市民税課長

市税

事務 固定資産 固定資産税課長

所 税課

納税課 納税課長

下富野地域交流 下富野地域交流セ

センター ンター次長

貴船地域交流セ 貴船地域交流セン

ンター ター次長

山田地域交流セ 山田地域交流セン

ンター ター次長

食肉センター 食肉センター所長

日明工場 日明工場長

日明環境センタ 日明環境センター

ー 副所長

中央卸売市場 中央卸売市場次長

東 庶務課 庶務課長

部

整 工務第一課 工務第一課長

備

事

務 工務第二課 工務第二課長

所

小 予防課 予防課長
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倉

北

消 警防課

防

署

中 運営企画課 運営企画課長

央

図 奉仕課 奉仕課長

書

館 子ども図書 子ども図書館長

館

小倉南 総務企画課 庶務係長 小倉南区長 小倉南

区会計 区会計

管理者 コミュニティ支 コミュニティ支援 管理者

の命を 援課 課長

受けて

つかさ 市民課 市民課長

どる当

該局部 国保年金課 国保年金課長

課にお

いて取 まちづくり整備 まちづくり整備課

り扱う 課 長

現金、

物品及 保健福祉課 保健福祉課長

び有価

証券並 保護課 保護課長

びに使

用不能 曽根出張所 曽根出張所長

物品の

出納保 両谷出張所 両谷出張所長

管事務

東谷出張所 東谷出張所長
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東部市 小倉南 小倉南税務課長

税事務 税務課

所

北方地域交流セ 北方地域交流セン

ンター ター次長

徳力地域交流セ 徳力地域交流セン

ンター ター次長

蜷田地域交流セ 蜷田地域交流セン

ンター ター次長

東部農政事務所 東部農政事務所長

総合農事センタ 総合農事センター

ー 所長

小倉南 予防課 予防課長

消防署

警防課

特別支援教育相 特別支援教育相談

談センター センター所長

農業委員会事務 農業委員会事務局

局 長

若松区 総務企画課 庶務係長 若松区長 若松区

会計管 会計管

理者の コミュニティ支 コミュニティ支援 理者

命を受 援課 課長

けてつ

かさど 市民課 市民課長

る当該
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局部課 国保年金課 国保年金課長

におい

て取り まちづくり整備 まちづくり整備課

扱う現 課 長

金、物

品及び 保健福祉課 保健福祉課長

有価証

券並び 保護課 保護課長

に使用

不能物 島郷出張所 島郷出張所長

品の出

納保管 西部市 若松税務 若松税務課長

事務 税事務 課

所

若松消 予防課 予防課長

防署

警防課

八幡東 総務企画課 庶務係長 八幡東区長 八幡東

区会計 区会計

管理者 コミュニティ支 コミュニティ支援 管理者

の命を 援課 課長

受けて

つかさ 市民課 市民課長

どる当

該局部 国保年金課 国保年金課長

課にお

いて取 まちづくり整備 まちづくり整備課

り扱う 課 長

現金、

物品及 保健福祉課 保健福祉課長

び有価

証券並 保護課 保護課長

びに使
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用不能 西部 八幡東税務 八幡東税務課長

物品の 市税 課

出納保 事務

管事務 所

自然 普及課 普及課長

史・

歴史 自然史課 自然史課長

博物

館 歴史課 歴史課長

科学 普及課 普及課長

館

八幡 予防課 予防課長

東消

防署 警防課

八幡西 総務企画課 庶務係長 八幡西区長 八幡西

区会計 区会計

管理者 コミュニティ支 コミュニティ支援 管理者

の命を 援課 課長

受けて

つかさ 市民課 市民課長

どる当

該局部 国保年金課 国保年金課長

課にお

いて取 まちづくり整備 まちづくり整備課

り扱う 課 長

現金、

物品及 保健福祉課 保健福祉課長

び有価

証券並 保護第一課 保護第一課長

びに使

用不能 保護第二課 保護第二課長
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物品の

出納保 折尾出張所 折尾出張所長

管事務

上津役出張所 上津役出張所長

八幡南出張所 八幡南出張所長

地域 市民活動 市民活動推進課長

・人 推進課

づく

り部 八幡西生 八幡西生涯学習総

涯学習総 合センター所長

合センタ

ー

債権 西部料金 西部料金納付課長

管理 納付課

室

西部 市民税課 市民税課長

市税

事務 固定資産 固定資産税課長

所 税課

納税課 納税課長

第２夜間・休日 第２夜間・休日急

急患センター 患センター所長

保健 西部生活 西部生活衛生課長

所 衛生課

楠橋地域交流セ 楠橋地域交流セン

ンター ター次長
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木屋瀬地域交流 木屋瀬地域交流セ

センター ンター次長

皇后崎工場 皇后崎工場長

皇后崎環境セン 皇后崎環境センタ

ター ー副所長

西部農政事務所 西部農政事務所長

長崎街道木屋瀬 長崎街道木屋瀬宿

宿記念館 記念館副館長

折 事業調整課 事業調整課長

尾

総

合

整

備 整備課 整備課長

事

務

所

西 庶務課 庶務課長

部

整 工務第一課 工務第一課長

備

事

務 工務第二課 工務第二課長

所

八 予防課 予防課長

幡

西

消 警防課
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防

署

教育センター 教育センター所長

戸畑区 総務企画課 庶務係長 戸畑区長 戸畑区

会計管 会計管

理者の コミュニティ支 コミュニティ支援 理者

命を受 援課 課長

けてつ

かさど 市民課 市民課長

る当該

局部課 国保年金課 国保年金課長

におい

て取り まちづくり整備 まちづくり整備課

扱う現 課 長

金、物

品及び 保健福祉課 保健福祉課長

有価証

券並び 保護課 保護課長

に使用

不能物 消費生活センタ 消費生活センター

品の出 ー 館長

納保管

事務 西部 戸畑税務課 戸畑税務課長

市税

事務

所

保健 保健環境研 保健環境研究所次

福祉 究所 長

局

夜宮青少年セン 夜宮青少年センタ

ター ー次長
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子ども総合セン 子ども総合センタ

ター ー次長

渡船事業所 渡船事業所長

戸畑 予防課 予防課長

消防

署 警防課

高等学校 高等学校長

（北九州市市税条例施行規則の一部改正）

８ 北九州市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号）の一部を

次のように改正する。

第１条前段中「財政局」を「財政・変革局」に改める。

（北九州市公有財産管理規則の一部改正）

９ 北九州市公有財産管理規則（昭和３９年北九州市規則第６１号）の一部を

次のように改正する。

第３条第１項及び第３項本文（各号列記以外の部分に限る。）、第４条第

２項、第１０条本文（各号列記以外の部分に限る。）、第１１条第１項及び

第２項、第１２条、第１３条第２項、第１５条、第３２条第３号、第３４条

各項並びに第３７条各項中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市職員衛生管理規則の一部改正）

１０ 北九州市職員衛生管理規則（昭和３９年北九州市規則第９４号）の一部

を次のように改正する。

第５条第１項及び第２項中「総務局安全管理担当部長」を「総務市民局安

全管理担当部長」に改める。

別表第１中

「

本庁（北九州市小倉北区城内１番１ 総務局総務部長

を
号に所在する市の事務所）

総務局の所管に属する事業所

」

97



「

本庁（北九州市小倉北区城内１番１ 総務市民局総務部長

に、
号に所在する市の事務所）

総務市民局の所管に属する事業所

」

「

企画調整局の所管に属する事業所 企画調整局総務調整

部長

財政局の所管に属する事業所 財政局財務部長 を

市民文化スポーツ局の所管に属する 市民文化スポーツ局

事業所 市民総務部長

」

「

政策局の所管に属する事業所 政策局総務国際部長

に、
財政・変革局の所管に属する事業所 財政・変革局財務部

長

」

「

建設局の所管に属する事業所 建設局総務用地部長

を

建築都市局の所管に属する事業所 建築都市局総務部長

」

「

都市ブランド創造局の所管に属する 都市ブランド創造局

事業所 総務文化部長

に改める。
都市戦略局の所管に属する事業所 都市戦略局総務政策

部長

都市整備局の所管に属する事業所 都市整備局総務用地

部長
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」

（北九州市職員衛生管理審査会規則の一部改正）

１１ 北九州市職員衛生管理審査会規則（昭和３９年北九州市規則第９５号）

の一部を次のように改正する。

第１１条中「総務局人事部給与課」を「総務市民局人事部給与課」に改め

る。

（北九州市住宅委員会規則の一部改正）

１２ 北九州市住宅委員会規則（昭和３９年北九州市規則第１４０号）の一部

を次のように改正する。

第７条中「建築都市局」を「都市整備局」に改める。

（北九州市予算規則の一部改正）

１３ 北九州市予算規則（昭和４０年北九州市規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条、第４条第２項、第６条各号列記以外の部分、第８条各項、第９条

、第１０条各号列記以外の部分、第１１条第１項、第１２条、第１４条各項

、第１８条第１項、第２項及び第４項、第１９条第１項及び第２項、第２０

条第３項、第２３条第２項、第３項、第４項及び第５項前段、第２４条第１

項及び第２項、第２５条第２項及び第３項、第２６条第１項及び第２項、第

２７条第１項及び第２項、第２８条各項、第２９条各号列記以外の部分、第

３号及び第４号、第３０条各項、第３１条各号列記以外の部分、第３２条第

１項及び第２項、第３３条各項、第３４条、第３７条並びに第３８条中「財

政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市公舎管理規則の一部改正）

１４ 北九州市公舎管理規則（昭和４１年北九州市規則第６４号）の一部を次

のように改正する。

第３条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正）

１５ 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（昭和４１年北九州

市規則第６８号）の一部を次のように改正する。

第７条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市自動車管理規則の一部改正）

１６ 北九州市自動車管理規則（昭和４１年北九州市規則第８５号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２号中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

第７条の２中「総務局総務部総務課長」を「総務市民局総務部総務課長」
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に、「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

第１１条第３項、第２１条第２項及び第２２条各号列記以外の部分中「総

務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市長代理順序規則の一部改正）

１７ 北九州市長代理順序規則（昭和４２年北九州市規則第３１号）の一部を

次のように改正する。

第２条中「総務局長」を「総務市民局長」に、「財政局長」を「財政・変

革局長」に改める。

（北九州市国民健康保険条例施行規則の一部改正）

１８ 北九州市国民健康保険条例施行規則（昭和４３年北九州市規則第４１号

）の一部を次のように改正する。

第１条第 項第３号ただし書及び第７条第１号中「財政局債権管理室東部1
料金納付課」を「財政・変革局債権管理室東部料金納付課」に改める。

（北九州市計量法施行規則の一部改正）

１９ 北九州市計量法施行規則（昭和４３年北九州市規則第４７号）の一部を

次のように改正する。

第８条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施

行規則の一部改正）

２０ 北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行規則（昭和４３年北九州市規則第１０６号）の一部を次のように改正す

る。

第２７条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市財政調整基金条例施行規則の一部改正）

２１ 北九州市財政調整基金条例施行規則（昭和４４年北九州市規則第１３号

）の一部を次のように改正する。

第１条から第４条までの規定中「財政局長」を「財政・変革局長」に改め

る。

（北九州市職員被服貸与規則の一部改正）

２２ 北九州市職員被服貸与規則（昭和４４年北九州市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

第２条第 項、第４条第２項ただし書、第８条、第１０条及び第１１条中1
「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（山九交通遺児奨学金給与規則の一部改正）

２３ 山九交通遺児奨学金給与規則（昭和４４年北九州市規則第７０号）の一
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部を次のように改正する。

第１２条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市土地開発基金条例施行規則一部改正）

２４ 北九州市土地開発基金条例施行規則（昭和４４年北九州市規則第８１号

）の一部を次のように改正する。

第１条、第２条、第５条及び第６条中「財政局長」を「財政・変革局長」

に改める。

（都市計画関係法による建築行為等の許可又は承認の申請の手続等に関する

規則の一部改正）

２５ 都市計画関係法による建築行為等の許可又は承認の申請の手続等に関す

る規則（昭和４６年北九州市規則第４５号）の一部を次のように改正する。

第３条中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改める。

(北九州市普通河川管理条例施行規則の一部改正)

２６ 北九州市普通河川管理条例施行規則（昭和４６年北九州市規則第６２号

）の一部を次のように改正する。

第６条各号列記以外の部分及び第７条中「建設局長」を「都市整備局長」

に改める。

（北九州市建築基準法施行細則の一部改正）

２７ 北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第７１号）の一

部を次のように改正する。

第２２条各号列記以外の部分中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改

める。

（北九州市庁内管理規則の一部改正）

２８ 北九州市庁内管理規則（昭和４７年北九州市規則第１８号）の一部を次

のように改正する。

別表の管理者責任者の欄中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市交通安全対策会議規則の一部改正）

２９ 北九州市交通安全対策会議規則（昭和４８年北九州市規則第２６号）の

一部を次のように改正する。

第９条中「市民文化スポーツ局」を「総務市民局」に改める。

（北九州市風致審議会規則の一部改正）

３０ 北九州市風致審議会規則（昭和４８年北九州市規則第２７号）の一部を

次のように改正する。

第１０条中「建設局」を「都市整備局」に改める。

（北九州市職員見舞金支給規則の一部改正）
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３１ 北九州市職員見舞金支給規則（昭和４８年北九州市規則第５８号）の一

部を次のように改正する。

第１４条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市市有財産審査委員会規則の一部改正）

３２ 北九州市市有財産審査委員会規則（昭和４９年北九州市規則第１号）の

一部を次のように改正する。

第３条第２項中「財政局」を「財政・変革局」に、「財政局長」を「財政

・変革局長」に改める。

第１１条中「財政局財務部財産活用推進課」を「財政・変革局市政変革推

進室」に改める。

（北九州市公債規則の一部改正）

３３ 北九州市公債規則（昭和４９年北九州市規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第１４条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行細

則の一部改正）

３４ 北九州市都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行

細則（昭和４９年北九州市規則第２５号）の一部を次のように改正する。

第８条中「建設局長」を「都市整備局長」に改める。

（北九州市区行政の総合調整に関する規則の一部改正）

３５ 北九州市区行政の総合調整に関する規則（昭和４９年北九州市規則第２

６号）の一部を次のように改正する。

第３条及び第１２条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改

める。

（北九州市屋外広告物条例施行規則の一部改正）

３６ 北九州市屋外広告物条例施行規則（昭和４９年北九州市規則第３１号）

の一部を次のように改正する。

第１８条中「建設局長」を「都市整備局長」に改める。

（北九州市準用河川管理規則の一部改正）

３７ 北九州市準用河川管理規則（昭和５１年北九州市規則第２２号）の一部

を次のように改正する。

第２条の表の保管場所の欄中「建設局河川部河川整備課」を「都市整備局

河川公園部河川整備課」に改める。

第１１条及び第１２条中「建設局長」を「都市整備局長」に改める。

（北九州市都市高速鉄道等整備基金条例施行規則の一部改正）
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３８ 北九州市都市高速鉄道等整備基金条例施行規則（昭和５１年北九州市規

則第３２号）の一部を次のように改正する。

第１条から第４条までの規定中「財政局長」を「財政・変革局長」に改め

る。

（北九州市公債償還基金条例施行規則の一部改正）

３９ 北九州市公債償還基金条例施行規則（昭和５４年北九州市規則第５号）

の一部を次のように改正する。

第１条から第４条までの規定中「財政局長」を「財政・変革局長」に改め

る。

（北九州市消防局組織規則の一部改正）

４０ 北九州市消防局組織規則（昭和６１年北九州市規則第９号）の一部を次

のように改正する。

第３条総務部人事課人事係の項第５号中「総務局」を「総務市民局」に改

める。

第４条第３項中「総務局人事部給与課長」を「総務市民局人事部給与課長

」に改める。

（北九州市立文書館条例施行規則の一部改正）

４１ 北九州市立文書館条例施行規則（平成元年北九州市規則第５０号）の一

部を次のように改正する。

第６条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市環境保全基金条例施行規則の一部改正）

４２ 北九州市環境保全基金施行規則（平成２年北九州市規則第５号）の一部

を次のように改正する。

第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市港湾整備事業基金条例施行規則の一部改正）

４３ 北九州市港湾整備事業基金条例施行規則（平成２年北九州市規則第４９

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（勤務時間等の特例に関する規則の一部改正）

４４ 勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市規則第３２号）の一

部を次のように改正する。

別表の企画調整局の項、総務局の項、財政局の項、市民文化スポーツ局の

項、保健福祉局の項、子ども家庭局の項、環境局の項及び産業経済局の項を

次のとおり改める。
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政 東京事務 一般事務 午前９ 午後５ 正午から 日曜日

策 所 員 時 時４５ 午後１時 及び４

局 一般技術 分 まで 週間を

員 通じ４

日所属

長の指

定する

日

総 文書館 一般事務 午前９ 午後６ 勤務時間 日曜日

務 員 時１５ 時 中に１時 及び土

市 分 間とし、 曜日

民 その時限

局 は所属長

が定める

。

平和のま 一般事務 早出 午前９ 午後６ 勤務時間 ４週間 区分

ちミュー 員 時１５ 時 中に１時 を通じ の指

ジアム 学芸員 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

遅出 午前９ 午後６ は所属長 指定す 属長

時３０ 時１５ が定める る日 が行

分 分 。 う。

市 区政 一般事務 Ａ 午前９ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

民 推進 員（北九 時 時４５ 中に 時 を通じ の指1
部 課 州市マイ 分 間とし、 ８日所 定は

ナンバー その時限 属長の 、所

カードサ Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 指定す 属長

テライト １時 時４５ が定める る日 が行

コーナー 分 。 う。

の業務に

従事する

一般事務
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員に限る

。）

区政 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

事務 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び土 の指

セン 分 分 間とし、 曜日 定は

ター その時限 、所

Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 属長

０時１ 時 が定める が行

５分 。 う。

地 市民 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

域 活動 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び土 の指

・ 推進 分 分 間とし、 曜日 定は

人 課 その時限 、所

づ Ｂ 午後０ 午後９ は所属長 属長

く 時１５ 時 が定める が行

り 分 。 う。

部

生涯 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

学習 員 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ の指

総合 一般技術 分 分 間とし、 ８日所 定は

セン 員 その時限 属長の 、所

ター 遅出 午後１ 午後１ は所属長 指定す 属長

八幡 時１５ ０時 が定める る日 が行

西生 分 。 う。

涯学

習総

合セ

ンタ

ー

安 消費 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日
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全 生活 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び４

・ セン 分 分 間とし、 週間を

安 ター その時限 通じ４

心 は所属長 日所属

推 が定める 長の指

進 。 定する

部

財 債 東部 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

政 権 料金 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び土 の指

・ 管 納付 分 分 間とし、 曜日 定は

変 理 課 その時限 、所

革 室 西部 Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 属長

局 料金 ０時１ 時 が定める が行

納付 ５分 。 う。

課

東部市税 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

事務所 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び土 の指

西部市税 分 分 間とし、 曜日 定は

事務所 その時限 、所

Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 属長

０時１ 時 が定める が行

５分 。 う。

保 健 夜間・ 医師 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間

健 康 休日急 一般事務 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ

福 医 患セン 員 分 分 間とし、 ８日所

祉 療 ター その時限 属長の

局 部 は所属長 指定す

が定める る日

。

看護師 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

時３０ 時１５ 中に１時 を通じ の指
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分 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

Ｂ 午後４ 翌日午 は所属長 指定す 属長

時３０ 前１時 が定める る日 が行

分 １５分 。 う。

Ｃ 午前０ 午前９

時３０ 時１５

分 分

Ｄ 午後４ 翌日午 勤務時間

時３０ 前９時 中に１時

分 ３０分 間３０分

とし、そ

の時限は

所属長が

定める。

第２夜 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間

間・休 員 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ

日急患 分 分 間とし、 ８日所

センタ その時限 属長の

ー は所属長 指定す

が定める る日

。

看護師 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

時３０ 時１５ 中に１時 を通じ の指

分 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

Ｂ 午後３ 翌日午 は所属長 指定す 属長

時４５ 前０時 が定める る日 が行

分 ３０分 。 う。

保 保 東 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分
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健 健 部 員 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ の指

衛 衛 斎 分 分 間とし、 ８日所 定は

生 生 場 その時限 属長の 、所

部 課 遅出 午前９ 午後６ は所属長 指定す 属長

時１５ 時 が定める る日 が行

分 。 う。

食肉セ 一般事務 平常日 午前８ 午後４ 勤務時間 日曜日

ンター 員 時 時４０ 中に１時 並びに

分 間とし、 ４週間

その時限 を通じ

は所属長 ２日所

が定める 属長の

。 指定す

る土曜

土曜日 午前８ 午後０ 日及び

時 時４０ ４週間

分 を通じ

１日所

属長の

指定す

る平常

日

獣医師 Ａ 午前６ 午後２ 勤務時間 日曜日 （１

時 時４０ 中に１時 及び８ ）

分 間とし、 週間を 区分

その時限 通じ６ の指

は所属長 日所属 定は

が定める 長の指 、所

Ｂ 午前７ 午後３ 。 定する 属長

時 時４０ 日 が行

分 う。

（２

）
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４週

２日

４時

間４

０分

Ｃ 午前８ 午後４ の勤

時 時４０ 務の

分 日を

置き

、所

属長

が指

定す

る。

保 保健企 医師 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

健 画課 一般事務 時３０ 時１５ 中に１時 及び土

所 医務薬 員 分 分 間とし、 曜日

務課 一般技術 その時限

保健予 員（広域 は所属長

防課 食品監視 が定める

地域リ の業務に 。

ハビリ 従事する

テーシ 一般技術

ョン推 員を除く

進課 。）

精神保 栄養士

健福祉 保健師

センタ 臨床検査

ー 技師

難病相 診療放射

談支援 線技師

センタ

ー 一般技術 平常日 午前８ 午後５ 正午から 日曜日 ４週

東部生 員（広域 時３０ 時１５ 午後１時 並びに １日
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活衛生 食品監視 分 分 まで ４週間 ７時

課 の業務に を通じ 間３

西部生 従事する ２日所 ０分

活衛生 一般技術 属長の 勤務

課 員に限る 指定す の日

。） る土曜 を置

日及び き、

４週間 所属

を通じ 長が

１日所 指定

属長の する

指定す 。

る平常

土曜日 午前８ 午後０ 日

時３０ 時３０

分 分

人 地域交 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

権 流セン 員 時４５ 時３０ 中に１時 及び４ の指

推 ター 分 分 間とし、 週間を 定は

進 その時限 通じ４ 、所

セ Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 日所属 属長

ン ０時４ 時３０ が定める 長の指 が行

タ ５分 分 。 定する う。

ー 日

子 子 こども 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 月曜日 区分

ど 育 若者成 員（青少 時３０ 時１５ 中に１時 及び４ の指

も て 育課 年ボラン 分 分 間とし、 週間を 定は

家 支 ティアス その時限 通じ４ 、所

庭 援 テーショ 遅出 午前１ 午後７ は所属長 日所属 属長

局 部 ンの業務 ０時１ 時 が定める 長の指 が行

に従事す ５分 。 定する う。

る一般事 日

務員に限
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る。）

夜宮青 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 月曜日 区分

少年セ 員 時４５ 時３０ 中に１時 及び４ の指

ンター 分 分 間とし、 週間を 定は

その時限 通じ４ 、所

は所属長 日所属 属長

遅出 午後１ 午後１ が定める 長の指 が行

時１５ ０時 。 定する う。

分 日

子ども総 一般事務 Ａ 午前９ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

合センタ 員（指導 時 時４５ 中に１時 を通じ の指

ー 員） 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

は所属長 指定す 属長

が定める る日 が行

。 う。

Ｂ 午後４ 翌日午 勤務時間

時３０ 前９時 中に１時

分 ３０分 間３０分

とし、そ

の時限は

所属長が

定める。

保育士 午前９ 午後５ 勤務時間

時 時４５ 中に１時

分 間とし、

その時限

は所属長

が定める

。
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環 循 新門司 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

境 環 工場 員 時１５ 時 中に１時 及び土

局 社 一般技術 分 間とし、 曜日

会 員 その時限

推 は所属長

進 が定める

部 。

日明工 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

場 員 時１５ 時 中に１時 及び土 の指

一般技術 分 間とし、 曜日 定は

員 その時限 、所

遅出 午前９ 午後６ は所属長 属長

時１５ 時 が定める が行

分 。 う。

皇后崎 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

工場 員 時１５ 時 中に１時 及び土

一般技術 分 間とし、 曜日

員 その時限

は所属長

が定める

。

新門司環 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

境センタ 員 時１５ 時 中に１時 及び土

ー 分 間とし、 曜日

その時限

は所属長

が定める

。

日明環境 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

センター 員 時１５ 時 中に１時 及び土

分 間とし、 曜日
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その時限

は所属長

が定める

。

皇后崎環 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

境センタ 員 時１５ 時 中に１時 及び土

ー 分 間とし、 曜日

その時限

は所属長

が定める

。

産 総 渡 小 航海士 午前６ 午後６ 勤務時間 ４週間 区分

業 務 船 倉 機関士 時３０ 時３５ 中に４時 を通じ の指

経 政 事 渡 分 分 間２０分 ８日所 定は

済 策 業 船 とし、そ 属長の 、所

局 部 所 の時限は 指定す 属長

所属長が る日 が行

定める。 う。

地 雇用・ 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日 区分

域 産業人 員（ウー 時３０ 時１５ 中に１時 及び４ の指

経 材政策 マンワー 分 分 間とし、 週間を 定は

済 課 クカフェ その時限 通じ４ 、所

振 北九州の は所属長 日所属 属長

興 業務に従 Ｂ 午前９ 午後６ が定める 長の指 が行

部 事する一 時３０ 時１５ 。 定する う。

般事務員 分 分 日

に限る。

）

農 東部農 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 日曜日

林 政事務 員 時３０ 時１５ 中に１時 及び土

水 所 一般技術 分 分 間とし、 曜日

113



産 西部農 員 その時限

部 政事務 は所属長

所 が定める

。

総合農 一般事務 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間

事セン 員 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ

ター 一般技術 分 分 間とし、 ８日所

員 その時限 属長の

獣医師 は所属長 指定す

が定める る日

。

中央卸売 一般事務 平 早出 午前７ 午後３ 勤務時間 日曜日 （１

市場 員 常 時 時４５ 中に１時 並びに ）

一般技術 日 分 間とし、 ４週間 区分

員 その時限 を通じ の指

遅出 午前８ 午後５ は所属長 ２日所 定は

時３０ 時１５ が定める 属長の 、所

分 分 。 指定す 属長

る土曜 が行

日及び う。

土 早出 午前７ 午前１ ４週間 （２

曜 時 １時 を通じ ）

日 １日所 ４週

属長の １日

指定す ７時

る平常 間３

日 ０分

遅出 午前８ 午後０ 勤務

時３０ 時３０ の日

分 分 を置

き、

所属

長が

114



指定

する

。

都 総 長崎街 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 月曜日 区分

市 務 道木屋 員 時４５ 時３０ 中に１時 及び４ の指

ブ 文 瀬宿記 分 分 間とし、 週間を 定は

ラ 化 念館 その時限 通じ４ 、所

ン 部 遅出 午後１ 午後１ は所属長 日所属 属長

ド 時１５ ０時 が定める 長の指 が行

創 分 。 定する う。

造 日

局

美術館 一般事務 早出 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

自然史・ 員 時４５ 時３０ 中に１時 を通じ の指

歴史博物 学芸員 分 分 間とし、 ８日所 定は

館 その時限 属長の 、所

遅出 午前９ 午後５ は所属長 指定す 属長

時 時４５ が定める る日 が行

分 。 う。

科学館 一般事務 Ａ 午前８ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

員 時３０ 時１５ 中に１時 を通じ の指

学芸員 分 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

Ｂ 午前９ 午後６ は所属長 指定す 属長

時３０ 時１５ が定める る日 が行

分 分 。 う。

Ｃ 午前１ 午後８

１時３ 時１５

０分 分

松本清張 一般事務 早出 午前９ 午後５ 勤務時間 ４週間 区分

記念館 員 時 時４５ 中に１時 を通じ の指
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学芸員 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

遅出 午前９ 午後６ は所属長 指定す 属長

時３０ 時１５ が定める る日 が行

分 分 。 う。

文学館 一般事務 早出 午前９ 午後６ 勤務時間 ４週間 区分

員 時１５ 時 中に１時 を通じ の指

学芸員 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

遅出 午前９ 午後６ は所属長 指定す 属長

時３０ 時１５ が定める る日 が行

分 分 。 う。

漫画ミュ 一般事務 Ａ 午前１ 午後７ 勤務時間 ４週間 区分

ージアム 員 ０時３ 時１５ 中に１時 を通じ の指

０分 分 間とし、 ８日所 定は

その時限 属長の 、所

Ｂ 午前１ 午後７ は所属長 指定す 属長

０時４ 時３０ が定める る日 が行

５分 分 。 う。

Ｃ 午前１ 午後８

１時３ 時１５

０分 分

「 「

区分（下 区分（下

富野保育 富野保育

所、白銀 所及び今

保育所及 町保育所

び今町保 の業務に

育所の業 従事する

務に従事 保育士以

別表の小倉北区役所の項中 を に改め、
する保育 外の者に
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士以外の あっては

者にあっ 、Ｆの区

ては、Ｆ 分を除く

の区分を 。）の指

除く。） 定は、所

の指定は 属長が行

、所属長 う。

が行う。

」 」

「 「

区分（黒 区分の指

崎保育所 定は、所

の業務に 属長が行

従事する う。

保育士以

外の者に

同表の八幡西区役所の項中 あっては を に改め、

Ｆの区分

を除く。

）の指定

は、所属

長が行う

。

」 」

同表の注書第５項中「総務局平和のまちミュージアム」を「総務市民局平和

のまちミュージアム」に改め、同表の注書第６項中「市民文化スポーツ局市

民総務部戸籍住民課」を「総務市民局市民部区政推進課」に改め、同表の注

書第７項中「子ども家庭局科学館」を「都市ブランド創造局科学館」に改め

る。

（北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の

一部改正）

４５ 北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

（平成４年北九州市規則第５１号）の一部を次のように改正する。

第９条各号列記以外の部分中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改め
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る。

（北九州市違法駐車等の防止に関する条例施行規則の一部改正）

４６ 北九州市違法駐車等の防止に関する条例施行規則（平成６年北九州市規

則第４７号）の一部を次のように改正する。

第４条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市認可地縁団体印鑑条例施行規則の一部改正）

４７ 北九州市認可地縁団体印鑑条例施行規則（平成７年北九州市規則第１６

号）の一部を次のように改正する。

第１１条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市立男女共同参画センター条例施行規則の一部改正）

４８ 北九州市立男女共同参画センター条例施行規則（平成７年北九州市規則

第５４号）の一部を次のように改正する。

第１５条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市農業用施設維持管理基金条例施行規則の一部改正）

４９ 北九州市農業用施設維持管理基金条例施行規則（平成８年北九州市規則

第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正）

５０ 北九州市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年北九州市規

則第５２号）の一部を次のように改正する。

第１９条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市職員の兼務に関する規則の一部改正）

５１ 北九州市職員の兼務に関する規則（平成８年北九州市規則第７６号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課」を「総務市民局市

民部区政推進課」に改める。

第２条各号列記以外の部分中「市民文化スポーツ局市民総務部区政事務セ

ンター」を「総務市民局市民部区政事務センター」に改める。

（北九州市営住宅条例施行規則の一部改正）

５２ 北九州市営住宅条例施行規則（平成９年北九州市規則第３３号）の一部

を次のように改正する。

第４２条及び第４３条中「建築都市局長」を「都市整備局長」に改める。

（北九州市介護給付準備基金条例施行規則の一部改正）

５３ 北九州市介護給付準備基金条例施行規則（平成１２年北九州市規則第４

７号）の一部を次のように改正する。
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第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市到津の森公園基金条例施行規則の一部改正）

５４ 北九州市到津の森公園基金条例施行規則（平成１２年北九州市規則第５

８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「建設局長」を「都市戦略局長」に改める。

第２条中「建設局長」を「都市戦略局長」に、「財政局長」を「財政・変

革局長」に改める。

第３条及び第４条中「建設局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市介護保険の実施に関する規則の一部改正）

５５ 北九州市介護保険の実施に関する規則（平成１２年北九州市規則第６９

号）の一部を次のように改正する。

第１３条第１項本文（各号列記以外の部分に限る。）中「財政局債権管理

室東部料金納付課」を「財政・変革局債権管理室東部料金納付課」に改める

。

（北九州市放置自動車廃物判定委員会規則の一部改正）

５６ 北九州市放置自動車廃物判定委員会規則（平成１３年北九州市規則第４

号）の一部を次のように改正する。

第５条中「建設局」を「都市整備局」に改める。

（北九州市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の

一部改正）

５７ 北九州市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

（平成１３年北九州市規則第６号）の一部を次のように改正する。

第１０条中「建設局長」を「都市整備局長」に改める。

（関門景観条例施行規則の一部改正）

５８ 関門景観条例施行規則（平成１３年北九州市規則第５３号）の一部を次

のように改正する。

第５条及び第６条中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市情報公開条例施行規則の一部改正）

５９ 北九州市情報公開条例施行規則（平成１４年北九州市規則第１５号）の

一部を次のように改正する。

第１６条第４項中「総務局」を「総務市民局」に改める。

第１８条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市ほたる館条例施行規則の一部改正）

６０ 北九州市ほたる館条例施行規則（平成１４年北九州市規則第２４号）の

一部を次のように改正する。
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第１４条中「建設局長」を「都市整備局長」に改める。

（北九州市文書管理規則の一部改正）

６１ 北九州市文書管理規則（平成１４年北九州市規則第２６号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２号中「総務局総務部法制課」を「総務市民局総務部法制課」に

改め、同条第７号中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

第３条第１項中「総務局総務部法制課長」を「総務市民局総務部法制課長

」に改める。

第１０条、第１９条の２、第２４条第５項、第２４条の２、第２７条、第

３０条第２項、第３４条第２項、第４０条及び第４４条から第４７条までの

規定並びに付則第４項中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市男女共同参画審議会規則の一部改正）

６２ 北九州市男女共同参画審議会規則（平成１４年北九州市規則第４７号）

の一部を次のように改正する。

第８条中「総務局」を「総務市民局」に改める。

（北九州市平尾台自然の郷条例施行規則の一部改正）

６３ 北九州市平尾台自然の郷条例施行規則（平成１５年北九州市規則第４８

号）の一部を次のように改正する。

第１５条中「建設局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市構造改革特別区域計画の推進及び市の規制の特例措置に関する条

例施行規則の一部改正）

６４ 北九州市構造改革特別区域計画の推進及び市の規制の特例措置に関する

条例施行規則（平成１５年北九州市規則第６３号）の一部を次のように改正

する。

第６条中「企画調整局長」を「政策局長」に改める。

（北九州市活性化施策評価委員会規則の一部改正）

６５ 北九州市活性化施策評価委員会規則（平成１５年北九州市規則第６４号

）の一部を次のように改正する。

第５条中「企画調整局」を「政策局」に改める。

（北九州市芸術文化施設条例施行規則の一部改正）

６６ 北九州市芸術文化施設条例施行規則（平成１５年北九州市規則第８３号

）の一部を次のように改正する。

第１８条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改め

る。

（北九州市文化振興基金条例施行規則の一部改正）
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６７ 北九州市文化振興基金条例施行規則（平成１５年北九州市規則第９１号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改める

。

第２条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に、「財

政局長」を「財政・変革局長」に改める。

第３条及び第４条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長

」に改める。

（北九州市消費生活条例施行規則の一部改正）

６８ 北九州市消費生活条例施行規則（平成１６年北九州市規則第１０８号）

の一部を次のように改正する。

第２６条中「市民文化スポーツ局」を「総務市民局」に改める。

第３１条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市開発行為の許可等に関する規則の一部改正）

６９ 北九州市開発行為の許可等に関する規則（平成１８年北九州市規則第１

０６号）の一部を次のように改正する。

第２８条第１項中「北九州市役所建築都市局計画部開発指導課内」を「北

九州市役所都市戦略局計画部開発指導課内」に改める。

第３２条及び第３３条中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市職員の安全衛生に関する委員会の設置等に関する規則の一部改正

）

７０ 北九州市職員の安全衛生に関する委員会の設置等に関する規則（平１８

年北九州市規則第１０９号）の一部を次のように改正する。

第７条中「総務局」を「総務市民局」に改める。

別表の課の欄中「総務局総務部総務課」を「総務市民局総務部総務課」に

、「保健福祉局感染症医療対策部感染症医療対策課」を「保健福祉局保健所

保健企画課」に改める。

（北九州市スポーツ推進委員設置規則の一部改正）

７１ 北九州市スポーツ推進委員設置規則（平成２０年北九州市規則第２２号

）の一部を次のように改正する。

第７条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改める

。

（北九州市スポーツ施設条例施行規則の一部改正）

７２ 北九州市スポーツ施設条例施行規則（平成２０年北九州市規則第２３号

）の一部を次のように改正する。
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第１０条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改め

る。

（北九州市後期高齢者医療の実施に関する規則の一部改正）

７３ 北九州市後期高齢者医療の実施に関する規則（平成２０年北九州市規則

第２８号）の一部を次のように改正する。

第２条及び第４条本文（各号列記以外の部分に限る。）中「財政局債権管

理室東部料金納付課」を「財政・変革局債権管理室東部料金納付課」に改め

る。

（北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例施行規則の一

部改正）

７４ 北九州市迷惑行為のない快適な生活環境の確保に関する条例施行規則（

平成２０年北九州市規則第２９号）の一部を次のように改正する。

第９条第５項中「市民文化スポーツ局」を「総務市民局」に改める。

第１０条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例施行規則の一部改正

）

７５ 北九州市公共の場所における喫煙の防止に関する条例施行規則（平成２

０年北九州市規則第３０号）の一部を次のように改正する。

第５条各号列記以外の部分及び第６条中「市民文化スポーツ局長」を「総

務市民局長」に改める。

（北九州市落書きの防止に関する条例施行規則の一部改正）

７６ 北九州市落書きの防止に関する条例施行規則（平成２０年北九州市規則

第３１号）の一部を次のように改正する。

第５条各号列記以外の部分及び第６条中「市民文化スポーツ局長」を「総

務市民局長」に改める。

（北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則の一部改正

）

７７ 北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則（平成２

１年北九州市規則第２４号）の一部を次のように改正する。

第３０条第５項中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。

第３１条及び第３２条中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進法施行条

例の施行に関する規則）

７８ 北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進法施行

条例の施行に関する規則（平成２４年北九州市規則第２８号）の一部を次の
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ように改正する。

第２３条及び第２４条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に

改める。

（北九州市自治基本条例に基づく市政運営の評価検討委員会規則の一部改正

）

７９ 北九州市自治基本条例に基づく市政運営の評価検討委員会規則（平成２

６年北九州市規則２９号）の一部を次のように改正する。

第９条中「総務局」を「総務市民局」に改める。

（北九州市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正）

８０ 北九州市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平成２６年北

九州市規則第３６号）の一部を次のように改正する。

第７条中「建築都市局長」を「都市戦略局長」に改める。

（北九州市美術品取得基金条例施行規則の一部改正）

８１ 北九州市美術品取得基金条例施行規則（平成２８年北九州市規則第２５

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改める

。

第２条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に、「財

政局長」を「財政・変革局長」に改める。

第３条及び第４条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長

」に改める。

（北九州市立消費生活センター条例施行規則の一部改正）

８２ 北九州市立消費生活センター条例施行規則（平成２８年北九州市規則第

３０号）の一部を次のように改正する。

第４条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市スポーツによるにぎわいづくり基金条例施行規則の一部改正）

８３ 北九州市スポーツによるにぎわいづくり基金条例施行規則（平成２８年

北九州市規則第３３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に改める

。

第２条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長」に、「財

政局長」を「財政・変革局長」に改める。

第３条及び第４条中「市民文化スポーツ局長」を「都市ブランド創造局長

」に改める。

（北九州市特定空家等対策審査会規則の一部改正）
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８４ 北九州市特定空家等対策審査会規則（平成２８年北九州市規則第６１号

）の一部を次のように改正する。

第４条中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。

（北九州市債権管理条例施行規則の一部改正）

８５ 北九州市債権管理条例施行規則（平成２９年北九州市規則第４２号）の

一部を次のように改正する。

第５条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市交通安全対策事業推進基金条例施行規則の一部改正）

８６ 北九州市交通安全対策事業推進基金条例施行規則（平成３０年北九州市

規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

第２条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に、「財政局長」

を「財政・変革局長」に改める。

第３条及び第４条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改め

る。

（北九州市会計年度任用職員の給料に関する規則の一部改正）

８７ 北九州市会計年度任用職員の給料に関する規則（令和元年北九州市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。

第４条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する

規則の一部改正）

８８ 北九州市第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る規則（令和元年北九州市規則第３９号）の一部を次のように改正する。

第１８条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市宿泊税条例施行規則の一部改正）

８９ 北九州市宿泊税条例施行規則（令和２年北九州市規則第６号）の一部を

次のように改正する。

第７条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例施行

規則の一部改正）

９０ 北九州市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金基金条例施

行規則（令和３年北九州市規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市ＳＤＧｓ未来基金条例施行規則の一部改正）

９１ 北九州市ＳＤＧｓ未来基金条例施行規則（令和３年北九州市規則第１７
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号）の一部を次のように改正する。

第１条から第４条までの規定中「財政局長」を「財政・変革局長」に改め

る。

（北九州市折尾まちづくり記念館条例施行規則の一部改正）

９２ 北九州市折尾まちづくり記念館条例施行規則（令和３年北九州市規則第

３７号）の一部を次のように改正する。

第１４条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市平和のまちミュージアム条例施行規則の一部改正）

９３ 北九州市平和のまちミュージアム条例施行規則（令和４年北九州市規則

第２５号）の一部を次のように改正する。

第６条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市客引き行為等の適性化に関する条例施行規則の一部改正）

９４ 北九州市客引き行為等の適性化に関する条例施行規則（令和４年北九州

市規則第４１号）の一部を次のように改正する。

第８条第５項中「市民文化スポーツ局」を「総務市民局」に改める。

第９条中「市民文化スポーツ局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市筑前海区漁業振興基金条例施行規則の一部改正）

９５ 北九州市筑前海区漁業振興基金条例施行規則（令和５年北九州市規則第

１０号）の一部を次のように改正する。

第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。

（北九州市個人情報の保護に関する法律及び北九州市個人情報の保護に関す

る法律施行条例の施行に関する規則の一部改正）

９６ 北九州市個人情報の保護に関する法律及び北九州市個人情報の保護に関

する法律施行条例の施行に関する規則（令和５年北九州市規則第１３号）の

一部を次のように改正する。

第２６条第４項中「総務局」を「総務市民局」に改める。

第３０条及び第３１条「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

（北九州市退職手当基金条例施行規則の一部改正）

９７ 北九州市退職手当基金条例施行規則（令和５年北九州市規則第１４号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。

第２条中「総務局長」を「総務市民局長」に、「財政局長」を「財政・変

革局長」に改める。

第３条及び第４条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。
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北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

                  北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第１９号 

北九州市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の２を削る。 

 第５条第１項第７号の２中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改

め、同項第１５号を次のように改める。 

（１５） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３３条第１項第２号 

の規定により設置された公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防 

に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含 

む。）で、かつ、同法第３９条ただし書の規定により市の管理に属してい 

ない固定資産 １０割減 

 第８条第１項第５号中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める

。 

 別表中 

「市民税・県民税納税通知書              第１４号様式 

 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・ 第１５号様式 

 変更通知書 

 市民税・県民税税額変更通知書            第１６号様式」 

「市民税・県民税・森林環境税納税通知書        第１４号様式 

 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収 第１５号様式 

 税額の決定・変更通知書 

 市民税・県民税・森林環境税税額変更通知書      第１６号様式」 

改める。 

 第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

を  

に  
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第９号様式 
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第１２号様式中「市税に」を「市税等に」に、 

                

 

 

 

改める。 

 第１２号様式の２を次のように改める。 
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第１２号様式の２ 
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 第１４号様式中「市民税・県民税」を「市民税・県民税・森林環境税」に改 

め、同様式別紙１中「市民税・県民税」を「市民税・県民税・森林環境税」に                    

、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改め、同様式別紙２中「第２９４条」を「第２９４条並びに森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律第３条」に、「有する個人及び」を「有する個人に

対し、市民税、県民税及び森林環境税が賦課され、」に改める。 

 第１５号様式中「市民税・県民税」を「市民税・県民税・森林環境税」に改

め、「第４１条」の次に「、第３１９条」を加え、「市民税及び県民税」を「

市民税、県民税及び森林環境税」に改め、同様式の別添（表）中「市民税・県

民税」を「市民税・県民税・森林環境税」に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改める。 

 

を 

「

「  
」 を 

「

「
」

に  

」

」

「

」

を 

「

」

に 

に、

、  
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 第１６号様式を次のように改める。 
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   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第９号様式、第１２号様式及び第１２号様式の２の改正規定並びに

付則第４項の規定 令和６年７月１日 

（２） 第５条第１項第７号の２及び第８条第１項第５号の改正規定 令和

７年４月１日 

 （公金の収納の委託の基準に関する経過措置） 

２ 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第

３項の規定によりなお従前の例によることとされた同項に規定する従前の公

金事務を行わせている者（同法による改正後の地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の２第１項の規定による指定を受けたものを除く。）

に対する改正前の北九州市市税条例施行規則（以下「旧規則」という。）第

２条の２の規定の適用については、令和８年３月３１日までの間は、なお従

前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

３ この規則による改正後の北九州市市税条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）第５条第１項第１５号の規定は、令和６年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。 

 （個人の市民税に関する経過措置） 

４ 付則第１項第１号に掲げる規定の施行の際現に存する旧規則第９号様式の

規定による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

５ 新規則第１４号様式、第１５号様式の別添（裏）以外の部分及び第１６号

様式の改正規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し

、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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北九州市告示第１５３号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月３日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名

称 

確認年月日 

幸幼稚園 一時預か

り事業 

(一般型） 

北九州市門司

区老松町７番

３号 

桐原 恩恵 令和６年４

月１日 

 

認定こども園

行学幼稚園 

一時預か

り事業 

(一般型） 

北九州市若松

区大字乙丸７

７０番地１ 

学校法人行

学学園 

令和６年４

月１日 
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北九州市公告第２３０号 
 福岡県知事より次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可に

係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを

北九州市都市整備局道路部道路建設課において公衆の縦覧に供する。 
  令和６年４月３日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
 ３・２・４４－１０号９号線 
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北九州市公告第２３１号 
 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可の告示（令和６年福岡

県告示第１９１号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第６６条の規定により次のとおり公告する。 
  令和６年４月３日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 都市計画事業の種類 
  道路事業 
２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

名  称  所  在  
３・２・４４－１０号９号線  北九州市小倉南区下南方一丁目、下南

方二丁目、高野一丁目、高野二丁目、

長尾一丁目、長尾二丁目、長尾四丁目

及び長尾五丁目  
３ 施行者の名称 
  北九州市 
４ 事務所の所在地 
  北九州市小倉北区城内１番１号 
  北九州市都市整備局道路部道路建設課 
 なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所におい

て縦覧に供している。 
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北九州市訓令第２号 

庁中一般 

 北九州市辞令式等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和６年３月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市辞令式等の一部を改正する訓令 

 （北九州市辞令式の一部改正） 

第１条 北九州市辞令式（昭和３８年北九州市訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市職員出勤簿処理規程の一部改正） 

第２条 北九州市職員出勤簿処理規程（昭和３８年北九州市訓令第６号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条、第２条第２項本文及び第３条第１項ただし書中「総務局長」を「

総務市民局長」に改める。 

  第５条第１項第１８号中「第２７号」を「第２８号」に改め、同条第２項

中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

  第９条の２から第１１条までの規定中「総務局長」を「総務市民局長」に

改める。 

 （北九州市旗に関する規程の一部改正） 

第３条 北九州市旗に関する規程（昭和３８年北九州市訓令第１６号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条中「秘書室次長」を「市長公室秘書課長」に改める。 

 （北九州市統計事務取扱規程の一部改正） 

第４条 北九州市統計事務取扱規程（昭和３９年北九州市訓令第８号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第１項並びに第１号様式及び第２号様式中「企画調整局総務調整部

総務課長」を「政策局総務国際部総務課長」に改める。 

 （北九州市例規集取扱規程の一部改正） 

第５条 北九州市例規集取扱規程（昭和３９年北九州市訓令第１５号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条、第４条各項及び第７条中「総務局長」を「総務市民局長」に改め

る。 

 （北九州市職員証に関する規程の一部改正） 

第６条 北九州市職員証に関する規程（昭和４３年北九州市訓令第２１号）の
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一部を次のように改正する。 

  第１条、第２条第２項ただし書及び第３項ただし書、第４条、第６条各号

列記以外の部分、第７条、第８条並びに第１号様式の備考及び第２号様式中

「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （人事記録カードの様式及び抄本等に関する規程の一部改正） 

第７条 人事記録カードの様式及び抄本等に関する規程（昭和４３年北九州市

訓令第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「、市政変革推進室、秘書室及び広報室」を「及び市長公

室」に改める。 

  第５条（見出しを含む。）、第６条第２項各号列記以外の部分、第７条第

１項各号列記以外の部分及び第４号並びに第８条中「総務局長」を「総務市

民局長」に改める。 

 （北九州市職員の名札着用に関する規程の一部改正） 

第８条 北九州市職員の名札着用に関する規程（昭和４３年北九州市訓令第２

３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条各号、第４条第１項第４号及び第７条並びに別記様式の備考中「総

務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市職員人事評価規程の一部改正） 

第９条 北九州市職員人事評価規程（昭和４３年北九州市訓令第２６号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条第３項及び第４項、第８条第２項、第１０条並びに第１１条第３項

中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

  別表の係員の項、主任の項、主査の項、係長の項及び課長の項中「総務局

長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市職員研修規程の一部改正） 

第１０条 北九州市職員研修規程（昭和４６年北九州市訓令第３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２項及び第３項、第３条第１項、第４条第１項第１号、第５条、

第６条各号列記以外の部分、第７条から第９条までの規定並びに第１１条中

「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市物価監視員設置規程の一部改正） 

第１１条 北九州市物価監視員設置規程（昭和４９年北九州市訓令第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条各号列記以外の部分及び第３条中「市民文化スポーツ局長」を「総

務市民局長」に改める。 
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 （北九州市提案規程の一部改正） 

第１２条 北九州市提案規程（昭和６２年北九州市訓令第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第２項及び第５条第１項中「総務局長」を「総務市民局長」に改め

る。 

  第６条中「総務局人事部人事課」を「総務市民局人事部人事課」に改める

。 

  第７条中「総務局人事部人事課長」を「総務市民局人事部人事課長」に改

める。 

  第９条第２項中「総務局長」を「総務市民局長」に、「総務局人事部長」

を「総務市民局人事部長」に改め、同条第３項中「総務局」を「総務市民局

」に改め、同条第１２項中「総務局人事部人事課」を「総務市民局人事部人

事課」に改める。 

  第１０条各項及び第１１条第２項中「総務局長」を「総務市民局長」に改

める。 

  第１２条第１項中「総務局人事部人事課」を「総務市民局人事部人事課」

に改める。 

  第１６条中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

   付 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市訓令第３号 
                             庁中一般   

北九州市副市長以下専決規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 
令和６年３月２９日 

北九州市長 武 内 和 久   
北九州市副市長以下専決規程等の一部を改正する訓令 

（北九州市副市長以下専決規程の一部改正） 
第１条 北九州市副市長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１０号）の

一部を次のように改正する。 
  第３条第１項中「児童育成担当課長」を「居場所づくり担当課長」に改め

る。  
「市政変革推進室長             

             秘書室長     を「市長公室長」に改め、同 
             広報室長    」 
                      「女性の輝く社会推進室長 
                       市政変革推進室長   」 

に改め、「国際スポーツ大会推進室長」を削り、同表の課長の欄中「市政変  
                          「 

                                   
市民センター担当課長 
市政変革推進室次長 」 
ツ大会推進室次長」、「精神保健福祉センター所長」、「認知症支援・介護

予防センター所長」及び「難病相談支援センター所長」を削り、「児童育成 
                                「物 
担当課長」を            に、「物流拠点推進室次長」を ス 

                                  住 
 流拠点推進室次長  
 ポーツ施設担当課長 に改め、「みどりの愛護のつどい推進室長」及び「専 
 まい支援室長   」 
 修学校長」を削る。 

 別表第２の２の表の（９）の項中「総務局長」を「総務市民局長」に、「

総務局人事部長」を「総務市民局人事部長」に、「総務局人事部人事課長」

を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（１０）の項中「総務局人

事部人事課長」を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（１３）の

項中「総務局長」を「総務市民局長」に改め、同表の（１４）の項中「総務

別表第１の室長の欄中       

 

表の部長の欄中「女性の輝く社会推進室長」を 

革推進室次長」及び「秘書室次長」を削り、「市民センター担当課長」を 

に改め、「スポーツ施設担当課長」、「国際スポー 

「居場所づくり担当課長 
 宇宙産業推進室長  」 
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局人事部長」を「総務市民局人事部長」に改める。 
 別表第２の３の表の（４）の項中「総務局人事部人事課」を「総務市民局

人事部人事課」に改め、同表の（４６）の項中「財政局長」を「財政・変革

局長」に、「建設局長」を「都市整備局長」に改める。 
 別表第３の２の表を削り、別表第３の３の表を別表第３の２の表とする。  
 別表第３の４の表中「企画調整局」を「政策局」に改め、同表を別表第３

の３の表とする。 
 別表第３の５の表中「総務局」を「総務市民局」に改め、同表の局長の項

に次の１号を加える。 
 （６） 計量器の検査、取締り及び指導 
 別表第３の５の表に次のように加える。 

広聴課長 （１） 広聴刊行物の発行 
（２） 市政モニター 

 別表第３の５の表を別表第３の４の表とする。 
 別表第３の６の表中「財政局」を「財政・変革局」に改め、同表の財務部

長の項中「財務部長」を「市政変革推進室長」に改め、同表を別表第３の５

の表とする。 
 別表第３の７の表を削り、別表第３の８の表の総務部長の項中「総務部長

」を「地域共生社会推進部長」に改め、同表の技術支援部長の項を削り、同

表の地域福祉部長の項中「地域福祉部長」を「長寿推進部長」に改め、同表

の精神保健福祉センター所長の項及び難病相談支援センター所長の項を削り

、同表を別表第３の６の表とする。 
 別表第３の９の表を別表第３の７の表とする。 

別表第３の１０の表の局長の項第１９号中「計画変更命令」を「計画変更

命令等」に改め、同項第５０号中「第１０条第１項」を「第１０条」に改め

、同号を同項第６７号とし、同項第３７号から第４９号までを１７号ずつ繰

り下げ、同項第３６号中「措置の指示及び同条第４項」を「計画の作成及び

提出の指示、同条第２項の規定による計画の提出命令、同条第４項の規定に

よる計画変更命令並びに同条第８項」に改め、同号を同項第５３号とし、同

項第３５号を同項第５２号とし、同項第３４号を同項第５１号とし、同項第

３３号中「第４条第２項」を「第４条第３項」に改め、同号を同項第５０号

とし、同項第３２号中「よる」の次に「使用廃止等の通知、同条第４項の規

定による」を、「是正命令」の次に「並びに同条第８項の規定による調査報

告命令」を加え、同号を同項第４９号とし、同項第２８号から第３１号まで

を１７号ずつ繰り下げ、同項第２７号中「、第１８条第３項」を削り、同号
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を同項第４４号とし、同項第２６号中「の規定による変更計画命令」を「並

びに第１６条第１項、第４項及び第５項の規定による命令」に改め、同号を

同項第４３号とし、同項第２５号を同項第４１号とし、同号の次に次の１号

を加える。 
  （４２） 振動規制法第１２条第２項及び第１５条第２項の規定による命 
   令 

別表第３の１０の表の局長の項第２４号を同項第３９号とし、同号の次に

次の１号を加える。 
（４０） 騒音規制法第１２条第２項及び第１５条第２項の規定による命 
 令 

  別表第３の１０の表の局長の項第２３号を同項第３７号とし、同号の次に

次の１号を加える。 
  （３８） 悪臭防止法第８条第２項及び第１０条第３項の規定による命令 

別表第３の１０の表の局長の項第２２号中「第１３条の３」を「第１３条

の４」に改め、同号を同項第３５号とし、同号の次に次の１号を加える。 
（３６） 水質汚濁防止法第１４条の２第４項並びに第１４条の３第１項

及び第２項の規定による措置命令 
別表第３の１０の表の局長の項第２１号を同項第３３号とし、同号の次に

次の１号を加える。 
（３４） 水質汚濁防止法第１３条第１項及び第３項、第１３条の２第１ 

項並びに第１３条の３第１項の規定による改善命令等 
別表第３の１０の表の局長の項第２０号中「勧告」の次に「及び同条第２ 

 項の規定による命令」を加え、同号を同項第２１号とし、同号の次に次の１

１号を加える。 
（２２） 大気汚染防止法第１７条第３項の規定による措置命令 
（２３） 大気汚染防止法第１７条の８の規定による計画変更命令等 
（２４） 大気汚染防止法第１７条の１１の規定による改善命令等 
（２５） 大気汚染防止法第１８条の４の規定による基準適合命令等 
（２６） 大気汚染防止法第１８条の１８第１項及び第２項の規定による 

命令 
（２７） 大気汚染防止法第１８条の２１の規定による作業基準適合命令 

等 
（２８） 大気汚染防止法第１８条の３１の規定による計画変更命令等 
（２９） 大気汚染防止法第１８条の３４第１項の規定による勧告及び同 

条第２項の規定による命令 
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（３０） 大気汚染防止法第２７条第５項の規定による協議 
（３１） 大気汚染防止法第２８条第２項の規定による資料の提出の要求 
 等 
（３２） 大気汚染防止法附則第１０項の規定による勧告 
別表第３の１０の表の局長の項第１９号の次に次の１号を加える。 
（２０） 大気汚染防止法第１４条第１項及び第３項の規定による改善命 

令等 
別表第３の１０の表の局長の項に次の１号を加える。 
（６８） ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号） 

第１５条、第２２条第１項及び第２３条第３項の規定による命令 
別表第３の１０の表の環境監視部長の項中第８号を削り、第７号を第８号

とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、同項第４号中「第２３条

第４項」を「第２３条第３項」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号

を同項第４号とし、同項第２号中「第２３条第２項」を「第２７条第３項」

に、「要請」を「措置の要請」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号

を同項第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 
（１） 大気汚染防止法第２１条第１項の規定による要請及び同条第３項 

の規定による意見 
  別表第３の１０の表の環境監視部長の項に次の１号を加える。 

（９） ダイオキシン類対策特別措置法第３５条第３項の規定による要請 
別表第３の１０の表の環境監視課長の項中第１号を削り、第２号を第１号

とし、同号の次に次の１号を加える。 
（２） 大気汚染防止法附則第１１項の規定による報告の徴収 
別表第３の１０の表の環境監視課長の項中第４号を削り、第５号を第４号

とし、第６号を第５号とし、第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号か

ら第１４号までを２号ずつ繰り上げ、第１５号を削り、同項第１６号中「第

２１条第１項」の次に「及び第２１条の２第１項」を加え、同号を同項第１

３号とし、同号の次に次の１号を加える。 
（１４） ダイオキシン類対策特別措置法第３４条第１項の規定による報 

告の徴収及び立入検査 
別表第３の１０の表の環境監視課長の項中第１７号を第１５号とし、同表 

を別表第３の８の表とする。 
  別表第３の１１の表の商業・サービス産業政策課長の項中「商業・サービ

ス産業政策課長」を「サービス産業政策課長」に改め、同表を別表第３の９

の表とする。 

142



  別表第３の１２の表を削り、別表第３の１３の表中「建築都市局」を「都

市戦略局」に改め、同表の局長の項中第１１号から第１４号までを削り、同

表の都市再生推進部長の項第１号中「旦過地区土地区画整理事業」を「北九

州広域都市計画事業旦過地区土地区画整理事業（以下「旦過地区土地区画整

理事業」という 。）」 に改め、同表の住宅部長の項及び住宅管理課長の項を

削り、同表を別表第３の１０の表とし、同表の次に次の１表を加える。 
１１ 都市整備局に関する事項 

専決権者 専決事項 
局長 （１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１

８条の規定による道路の区域の決定及び変更並び

に供用の開始及び廃止 
（２） 道路法第４６条第１項第１号の規定による

国道及び主要地方道の両側の通行禁止又は通行制

限 
（３） 地下街、地下室及び地下道に係る道路の占

用並びに道路上空の占用の許可 
（４） 高架道路の路面下及びトンネル上の占用の

許可 
（５） 北九州市風致地区条例（昭和４５年北九州

市条例第２２号）第２条第１項及び第３条の規定

による風致地区内における行為（面積が１，００

０平方メートル以上のものに係る行為に限る。）

に係る許可及び協議 
（６） 河川上空の占用許可 
（７） 北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画

整理審議会委員の選挙期日の決定及び異議の申出

の処理 
（８） 旦過地区土地区画整理事業に係る保留床及

び保留地の処分 
（９） 旦過地区土地区画整理事業に係る重要でな

い行政処分 
（１０） 市営住宅入居者の公募 
（１１） 北九州市営住宅条例（平成９年北九州市

条例第３４号）第１０条第３項（同条例第４１条 
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 及び第４６条第１項において準用する場合を含む

。）及び第４０条第１項（同条例第４１条及び第

４６条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による入居の許可の取消し 
（１２） 北九州市営住宅条例第３０条第１項（同

条例第４６条第１項において準用する場合を含む

。）、 第３５条第１項（同条例第４１条及び第４

６条第１項において準用する場合を含む。）及び

第４０条第１項（同条例第４１条及び第４６条第

１項において準用する場合を含む。）の規定によ

る明渡請求 
（１３） 北九州市営住宅条例第４４条第１項の規

定による使用料の変更等 
総務用地部

長 
（１） 用地事務の調査及び指導 

道路部長 （１） 道路法第４６条第１項第２号の規定による

国道及び主要地方道の両側の通行禁止又は通行制

限 
（２） アーケード並びに鉄道及び軌条の道路の占

用許可 
（３） 北九州市道路占用規則（昭和３８年北九州

市規則第８９号）第２１条ただし書の規定による

承認 
（４） 道路の不法占拠に係る原状回復、移転、除

却その他の処分 
河川公園部

長 
（１） 河川の不法占拠に係る原状回復、移転、除

却その他の処分 
（２） 旦過地区土地区画整理事業に係る土地区画

整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく清

算金の分割納付の承認及び分割交付の決定 
（３） 旦過地区土地区画整理事業に係る保留床の

設定 
（４） 旦過地区土地区画整理事業に係る土地区画 

  整理法第９６条第２項の規定による保留地の設定 
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 （５） 旦過地区土地区画整理事業に係る土地区画

整理法第９８条第１項の規定による仮換地の設定 
住宅部長 （１） 北九州市営住宅条例第６条（同条例第４２

条第２項及び第４６条第１項において準用する場

合を含む。）及び第９条（同条例第４２条第２項

及び第４６条第１項において準用する場合を含む

。）の規定による入居者の決定 
（２） 北九州市営住宅条例第１１条第１項並びに

第４３条第１項及び第２項の規定による使用料の

決定 
（３） 北九州市営住宅条例第１２条第３項（同条

例第４１条及び第４６条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による収入の額の認定（北

九州市営住宅条例施行規則（平成９年北九州市規

則第３３号）第１３条第３項の規定による収入の

額の再認定を含む。）及び同条例第１２条第４項

（同条例第４１条及び第４６条第１項において準

用する場合を含む。）の規定による収入の額の更

正 
（４） 北九州市営住宅条例第２７条第１項（同条

例第４６条第１項において準用する場合を含む。

）及び第４５条第１項（同条例第４６条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による収入

超過者の認定並びに同条例第２７条第３項（同条 
 例第４６条第１項において準用する場合を含む。

）及び第４５条第２項（同条例第４６条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による収入

超過者の認定の取消し及び変更 
（５） 北九州市営住宅条例第２７条第２項（同条

例第４６条第１項において準用する場合を含む。

）の規定による高額所得者の認定及び同条例第２

７条第３項（同条例第４６条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による高額所得者の認 
  定の取消し及び変更 
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用地課長 （１） 用地取得に伴う物件の移転完了の確認 
管理課長 （１） 道路法第４７条の２第１項の規定による許

可 
神嶽川旦過

地区整備室

長 

（１） 旦過地区土地区画整理事業に係る土地区画

整理法第７６条第１項の規定による建築行為等の

制限に対する許可（仮換地未指定地の重要なもの

に係るものを除く。）  
住宅管理課

長 
（１） 北九州市営住宅条例第１０条第２項（同条 

例第４１条及び第４６条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による入居の許可 
（２） 北九州市営住宅条例第１６条第１項（同条

例第４１条及び第４６条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による保証金の運用 
（３） 北九州市営住宅条例第２１条ただし書（同

条例第４１条及び第４６条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による併用の承認 
（４） 北九州市営住宅条例第２２条第１項ただし

書（同条例第４１条及び第４６条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による模様替え等

の承認 
（５） 北九州市営住宅条例第２３条第１項（同条

例第４１条及び第４６条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による同居の承認 
（６） 北九州市営住宅条例第２４条第１項（同条

例第４１条及び第４６条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による入居の承継の承認 
別表第３の１４の表を別表第３の１２の表とし、別表第３の１５の表から

別表第３の１７の表までを２表ずつ繰り上げる。 
（北九州市区長以下専決規程の一部改正） 

第２条 北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１１号）の一

部を次のように改正する。 
  別表第１の２の表の（９）の項中「総務局長」を「総務市民局長」に、「

総務局人事部長」を「総務市民局人事部長」に、「総務局人事部人事課長」

を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（１０）の項中「総務局人
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事部人事課長」を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（１３）の

項中「総務局長」を「総務市民局長」に改め、同表の（１４）の項中「総務

局人事部長」を「総務市民局人事部長」に改める。 
  別表第１の３の表の（１０）の項及び（１２）の項中「建設局長」を「都

市整備局長」に、「建設局整備事務所長」を「都市整備局整備事務所長」に

改める。 
 （北九州市事業所長等専決規程の一部改正） 
第３条 北九州市事業所長等専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１２号）の

一部を次のように改正する。 
  別表第１の２の表の（７）の項中「総務局長」を「総務市民局長」に、「

総務局人事部長」を「総務市民局人事部長」に、「総務局人事部人事課長」

を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（８）の項中「総務局人事

部人事課長」を「総務市民局人事部人事課長」に改め、同表の（１１）の項

中「総務局長」を「総務市民局長」に改め、同表の（１２）の項中「総務局

人事部長」を「総務市民局人事部長」に改める。 
  別表第２の４の表から別表第２の６の表までを削り、別表第２の７の表を

別表第２の４の表とし、別表第２の８の表から別表第２の１０の表までを３

表ずつ繰り上げる。 
  別表第２の１１の表の所長の項に次の８号を加える。 
  （４５） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５４条第１項の規定による自立支援医

療（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規定する精神通院医

療に限る。）の支給認定 
（４６） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付等 
（４７） 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５

０号）の規定による支給認定の取消し 
（４８） 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療

機関の指定及び指定の更新 
（４９） 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療 

   機関の公示 
（５０） 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による特定医療

費の審査及び支払 
（５１） 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成２６年
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厚生労働省令第１２１号）の規定による指定医の指定及び指定の更新 
（５２） 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の規定による

指定医の公表 
  別表第２の１１の表を別表第２の８の表とし、同表の次に次の２表を加え

る。 
  ９ 精神保健福祉センターに関する事項   

専決権者 専決事項 
所長 （１） １件１００万円以下の薬品の購入の契約及び

検収 
（２） １件３０万円以下の医療用機材の購入、修繕

等の契約及び検収 
  １０ 難病相談支援センターに関する事項   

専決権者 専決事項 
所長 （１） 難病の患者に対する医療等に関する法律の規

定による支給認定及び支給認定の変更 
  別表第２の１２の表を別表第２の１１の表とし、別表第２の１３の表から

別表第２の１９の表までを１表ずつ繰り上げ、別表第２の２０の表及び別表

第２の２１の表を削り、別表第２の１８の表の次に次の５表を加える。 
１９ 美術館に関する事項   

専決権者 専決事項 
副館長 （１） １件１００万円以下の展示用美術品、閲覧用

図書その他資料の購入の契約及び検収 
  ２０ 自然史・歴史博物館に関する事項   

専決権者 専決事項 
副館長 （１） １件１００万円以下の自然史資料、歴史資料

、考古資料、民俗資料、閲覧用図書その他資料の購

入の契約及び検収 
（２） １件２０万円以下の自然史資料、歴史資料、

考古資料、民俗資料その他資料の寄付の収受（負担

付でないものに限る。）  
２１ 漫画ミュージアムに関する事項   

専決権者 専決事項 
館長 （１） 漫画関連資料等の収集及び調査研究の方針の 
  決定に関する事務 
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 （２） 漫画ミュージアムの特別展、講演会及び講座

等の企画及び開催に関する事務 
（３） 漫画関連資料等で重要でないものの購入品目

の選定に関する事務 
２２ 折尾総合整備事務所に関する事項 

専決権者 専決事項 
所長 （１） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号 
 ）第９８条第１項の規定による仮換地の指定 

（２） 副市長又は局長の専決事項に係る工事に係る

設計、測量及び調査に係る委託料の執行（契約を除

く。）並びに工事の執行の軽微な変更（委託料又は

請負金額の増減が５００万円以内の変更及び委託期

間又は工期の変更をいう。）  
（３） １件１，５００万円を超える工事の施行に伴

う、又はこれに付随する測量、地質調査等の委託の

検査 
（４） １件５００万円以下の不動産の処分 

事業調整課

長 
（１） 部長の専決事項に係る工事に係る設計、測量

及び調査に係る委託料の執行（契約を除く。）並び

に部長の専決事項に係る工事の執行の軽微な変更（

委託料又は請負金額の増減が２００万円以内の変更

及び委託期間又は工期の変更をいう。）  
整備課長 （１） 土地区画整理事業区域内の建築物等の許可（

仮換地未指定地の重要なものを除く。）  
（２） 部長の専決事項に係る工事に係る設計、測量

及び調査に係る委託料の執行（契約を除く。）並び

に部長の専決事項に係る工事の執行の軽微な変更（

委託料又は請負金額の増減が２００万円以内の変更

及び委託期間又は工期の変更をいう。）  
  ２３ 整備事務所に関する事項 

専決権者 専決事項 
所長 （１） １件１，０００万円以下の委託契約（工事に

係る設計委託、測量委託及び調査委託に係るものに

限る。庶務課長の項において同じ。）  
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 （２） １件２，０００万円以下の工事の契約（修繕

料、工事請負費及び路面復旧費に属するものに限る

。庶務課長の項において同じ。）並びに工事資材の

購入の契約（原材料費に属するものに限る。庶務課

長の項において同じ。）及び検収 
（３） 副市長又は局長の専決事項に係る工事の起工

決定の軽微な変更（請負金額の増減が５００万円以

内の変更及び工期の変更をいう。）  
 （４） １件１，５００万円を超える工事の施行に伴

う、又はこれに付随する測量、地質調査等の委託の

検査 
庶務課長 （１） １件５００万円以下の委託契約 

（２） １件１，０００万円以下の工事の契約並びに

工事資材の購入の契約及び検収 
付 則 

 この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市訓令第４号 
北九州市教育委員会訓令第２号 

                            庁中一般   
北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和６年３月２９日 
北九州市長 武 内 和 久   

                    北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美   
   北九州市電気工作物保安規程の一部を改正する訓令 
 
 北九州市電気工作物保安規程（昭和４２年              ） 
 
の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「建築都市局設備部電気設備課（」を「都市整備局設備部電

気設備課（」に、「建築都市局設備部電気設備課長」を「都市整備局設備部電

気設備課長」に改める。 
   付 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
 

北九州市訓令第７号 
北九州市教育委員会訓令第１号 
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北九州市教育委員会事務局事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和６年３月２９日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会規則第３号 

北九州市教育委員会事務局事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （北九州市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正） 

第１条 北九州市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和４３年北九州市教育委

員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条教職員部教職員課の項中       を「制度係」に改め、同条

次世代教育推進部の項中             を        

   に改める。 

  第２条総務部総務課庶務係の項第４号中「、特別支援学校及び専修学校」

を「及び特別支援学校」に改め、同項中第１０号から第１２号までを削り、

第１３号を第１０号とし、第１４号から第１７号までを３号ずつ繰り上げ、

同条総務部総務課経理係の項に次の２号を加える。 

   （４） 基幹統計その他調査統計に関すること。 

   （５） 広報及び広聴に関すること。 

  第２条総務部企画調整課企画調整係の項第１３号及び第１４号を次のよう

に改める。 

     （１３） 社会教育（長崎街道木屋瀬宿記念館、美術館、博物館、

科学館、松本清張記念館及び文学館並びに青少年教育に係るもの

を除く。）に係る総務市民局との連絡調整に関すること。 

     （１４） 文化財並びに長崎街道木屋瀬宿記念館、美術館、博物館

、科学館、松本清張記念館及び文学館に係る都市ブランド創造局

との連絡調整に関すること。 

  第２条教職員部教職員課の項中「人事制度係」を「制度係」に改め、同条

教職員部教職員課人事制度係の項第５号中「総務局人事部給与課」を「総務

市民局人事部給与課」に改め、同項に次の３号を加える。 

     （６） 学校職員の給与に関する調査及び研究に関すること（総務

市民局人事部給与課の主管に属するものを除く。）。 

「人事制度係 

 給与制度係」 

「授業づくり支援企画課 

  授業づくり支援企画係」  

「次世代教育推進課 

  次世代教育推進 

 

係」 
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     （７） その他学校職員の給与に関すること（総務市民局人事部給

与課及び給与厚生係の主管に属するものを除く。）。 

     （８） 学校職員の旅費制度に関すること（総務市民局人事部給与

課の主管に属するものを除く。）。 

  第２条教職員部教職員課給与制度係の項を削り、同条教職員部教職員課給

与厚生係の項第１号から第３号までの規定中「総務局人事部給与課」を「総

務市民局人事部給与課」に改め、同条学校教育部指導企画課企画調整係の項

第６号を削り、同条学校教育部学校教育課の項に次の１号を加える。 

     （５） 学力及び体力の向上の推進に関すること。 

  第２条次世代教育推進部の項中             を      

       に改め、同条次世代教育推進部授業づくり支援企画課授業づく 

 り支援企画係の項第２号を次のように改める。 

     （２） 次世代の教育の推進に関する施策の企画及び調整に関する

こと。 

  第２条次世代教育推進部授業づくり支援企画課授業づくり支援企画係の項

第３号を削り、同条次世代教育推進部教育情報化推進課教育情報化推進係の

項第３号を削る。 

 （北九州市文化財保護審議会規則の一部改正） 

第２条 北九州市文化財保護審議会規則（昭和３９年北九州市教育委員会規則

第１３号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「市民文化スポーツ局文化部文化企画課」を「都市ブランド創造

局総務文化部文化企画課」に改める。 

（北九州市教育委員会職員被服貸与規則の一部改正） 

第３条 北九州市教育委員会職員被服貸与規則（昭和４４年北九州市教育委員

会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第３条後段中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等に補

助執行させることに関する規則の一部改正） 

第４条 北九州市教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員等

に補助執行させることに関する規則（平成元年北九州市教育委員会規則第１

６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の見出し中「建築都市

局長等」を「都市整備局長等」に改め、同条中「建築都市局長」を「都市整

「授業づくり支援企画課 

  授業づくり支援企画係」 

「次世代教 

  次世代 

育推進課 

教育推進係」  
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備局長」に、「建築都市局の」を「都市整備局の」に改め、同条を第６条と

する。 

  第４条を削る。 

  第３条の見出し中「市民文化スポーツ局長等」を「都市ブランド創造局長

等」に改め、同条各号列記以外の部分中「市民文化スポーツ局長」を「都市

ブランド創造局長」に、「市民文化スポーツ局の」を「都市ブランド創造局

の」に改め、同条第１号中「図書館」を「生涯学習センター、婦人会館、図

書館」に改め、「、科学館」及び「、児童文化施設」を削り、同条第９号か

ら第１２号までを削り、同条を第５条とする。 

  第２条の見出し中「総務局人事部給与課長等」を「総務市民局人事部給与

課長等」に改め、同条中「総務局人事部給与課長」を「総務市民局人事部給

与課長」に、「総務局人事部給与課の」を「総務市民局人事部給与課の」に

改め、同条を第３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

  （子ども家庭局長等に補助執行させる事務） 

 第４条 次に掲げる事務は、子ども家庭局長及び子ども家庭局長が指定する

子ども家庭局の職員に補助執行させる。 

  （１） 青少年の指導育成に関すること（第７条第１６号に掲げる事務を

除く。）。 

  （２） 青少年関係団体に関すること（第７条第１６号に掲げる事務を除

く。）。 

  （３） 青少年対策の企画及び連絡調整に関すること（第７条第１６号に

掲げる事務を除く。）。 

  （４） 青少年の家の管理、運営及び連絡調整に関すること（第７条第１

７号及び第１８号に掲げる事務を除く。）。 

  （５） 第７条第１６号から第１８号までに掲げる事務に係る区長等との

連絡調整に関すること。 

  第１条の次に次の１条を加える。 

  （総務市民局長等に補助執行させる事務） 

 第２条 次に掲げる事務は、総務市民局長及び総務市民局長が指定する総務

市民局の職員に補助執行させる。 

  （１） 社会教育施設（生涯学習センター及び婦人会館に限る。）の管理

、運営及び連絡調整に関すること。 

  （２） 社会教育委員の会議等に関すること。 

  （３） 社会教育に関すること（専門的技術的な助言及び指導に関するこ

と、長崎街道木屋瀬宿記念館、美術館、博物館、科学館、松本清張記念
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小学校 

中学校 

特別支援

学校 

一般事

務員 

学校給

食監理 

士 

 午前

８時

３０

分 

午後

５時 

勤務時間

中に４５

分とし、

その時限 

は所属長

が定める

。 

日曜日

及び土

曜日 

 

一般事 

務員（

ひまわ

り中学

校の業

務に従

事する

一般事

務員に 

Ａ 午前 

８時

３０

分 

午後 

５時 

勤務時間 

中に４５

分とし、

その時限

は所属長

が定める

。 

日曜日 

及び土

曜日 

区分の

指定は

、所属

長が行

う。 Ｂ 午後

１時 

午後

９時

３０

分 

館及び文学館に係る都市ブランド創造局との連絡調整に関すること、青

少年教育に関すること並びに第７条第１４号に掲げる事務を除く。）。 

  （４） 社会教育関係団体（青少年関係団体を除く。）に関すること（第

７条第１５号に掲げる事務を除く。）。 

  （５） 生涯学習の企画及び調整に関すること。 

 （勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

第５条 勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市教育委員会規則第

７号）の一部を次のように改正する。 

     幼稚園 

  別表の高等学校の項中「専修学校」を削り、同表中 

     専修学校  

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 

中学校 

特別支援

学校 

一般事

務員 

学校給

食監理

士 

 午前

８時 

３０

分 

午後

５時 

 

 

勤務時間

中に４５ 

分とし、

その時限

は所属長

が定める

。 

日曜日

及び土 

曜日 

 

 
」 

を 

に 
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北九州市

教育委員

会教育長

印 

れい書 方２４ ８ 教育長名をも

ってする公文

書用 

総務部総

務課 

北九州市

立戸畑高

等専修学 

れい書 方２４ ９ 教育長名をも

ってする北九

州市立高等学 

北九州市

立高等学

校 

 

北九州市 

教育委員

会教育長

印 

れい書 方２４ ８ 教育長名をも 

ってする公文

書用 

総務部総

務課 

 

 限る。

） 

      

 

 

 

 

 改める。 

 （北九州市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正） 

第６条 北九州市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８

年北九州市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  本則中「総務局長」を「総務市民局長」に改める。 

 （北九州市篤志奨学資金基金条例施行規則の一部改正） 

第７条 北九州市篤志奨学資金基金条例施行規則（平成１５年北九州市教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「財政局長」を「財政・変革局長」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （北九州市立戸畑高等専修学校学則の廃止） 

２ 北九州市立戸畑高等専修学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第

７号）は、廃止する。 

（北九州市教育委員会公印規則の一部改正） 

３ 北九州市教育委員会公印規則（昭和４９年北九州市教育委員会規則第５号

）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

に、 

「 

」 
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９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

 

 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

 

校証明書

専用北九

州市教育

委員会教

育長印 

   校における戸

畑高等専修学

校に係る証明

書発行事務用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市

立美術館

印 

れい書 方２４ １７ 美術館に係る

公文書用 

市民文化

スポーツ

局美術館

普及課 

北九州市

立美術館

長印 

れい書 方２４ １８ 美術館長の権

限に属する公

文書用 

市民文化

スポーツ

局美術館

普及課 

北九州市

立自然史 

・歴史博

物館印 

れい書 方２４ １９ 自然史・歴史

博物館に係る

公文書用 

市民文化

スポーツ

局自然史

・歴史博

物館普及

課 

北九州市

立自然史

・歴史博

物館長印 

れい書 方２４ ２０ 自然史・歴史

博物館長の権

限に属する公

文書用 

市民文化

スポーツ

局自然史

・歴史博

物館普及 

 

」 

」 

を 

」 

「 

に、 

「 

を 

「 
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北九州市

立美術館

印 

れい書 方２４ １８ 美術館に係る

公文書用 

都市ブラ

ンド創造

局美術館

普及課 

北九州市

立美術館

長印 

れい書 方２４ １９ 美術館長の権

限に属する公

文書用 

都市ブラ

ンド創造

局美術館

普及課 

北九州市

立自然史

・歴史博

物館印 

れい書 方２４ ２０ 自然史・歴史

博物館に係る

公文書用 

都市ブラ

ンド創造

局自然史

・歴史博

物館普及

課 

北九州市

立自然史

・歴史博

物館長印 

れい書 方２４ ２１ 自然史・歴史

博物館長の権

限に属する公

文書用 

都市ブラ

ンド創造

局自然史

・歴史博

物館普及

課 

北九州市

科学館印 

れい書 方２４ ２２ 科学館に係る

公文書用 

都市ブラ

ンド創造

局科学館

普及課 

北九州市

科学館長

印 

れい書 方２４ ２３ 科学館長の権

限に属する公

文書用 

都市ブラ

ンド創造

局科学館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     課 

北九州市

科学館印 

れい書 方２４ ２１ 科学館に係る

公文書用 

子ども家

庭局科学

館管理課 

北九州市

立科学館

長印 

れい書 方２４ ２２ 科学館長の権

限に属する公

文書用 

子ども家

庭局科学

館管理課 

 
」 

「 

に、 
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２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 改める。 

  別表第２中ひな型２６をひな型２７とし、ひな型９からひな型２５までを

１ずつ繰り下げ、ひな型８の次に次のように加える。 

    ９ 

  

 

 

 

（北九州市立視聴覚センター管理規則の一部改正） 

４ 北九州市立視聴覚センター管理規則（昭和５０年北九州市教育委員会規則

第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条本文中「午後５時３０分」を「午後５時１５分」に改める。 

（北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部改正） 

５ 北九州市教育委員会職員安全衛生管理規則（昭和５３年北九州市教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第８条ただし書中「教職員部制度服務担当課長」を「教職員部労務争訟担

当課長」に改める。 

別表の学校（幼稚園を除く。）及び戸畑高等専修学校の項中「及び戸畑高

等専修学校」を削る。 

 （北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則の

一部改正） 

６ 北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則（

平成１６年北九州市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する

。 

  第１条中「及び同法第１２４条に規定する専修学校」を削る。 

」 

 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

 

「 

」 

を 

「 

」 

に 

 専修学校証明書 

北 九 州 市 
教育委員会 
教 育 長 印 

北九州市立 
高 等 学 校 

専用 

     普及課 
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文化財の

保護及び

活用に係

る事業（

重要なも

のを除く

。）の実 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔文化

部長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

北九州市教育委員会訓令第１号  

庁中一般 
北九州市教育委員会調査統計事務取扱規程等の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。 

  令和６年３月２９日 

北九州市教育委員会 

 教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会調査統計事務取扱規程等の一部を改正する訓

令 
 （北九州市教育委員会調査統計事務取扱規程の一部改正） 
第１条 北九州市教育委員会調査統計事務取扱規程（昭和３９年北九州市教育

委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 
  第６条第１項中「、専修学校」を削る。 
 （北九州市教育委員会職員人事評価規程の一部改正） 
第２条 北九州市教育委員会職員人事評価規程（昭和４３年北九州市教育委員

会訓令第１０号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第２項第１号中「（専修学校を含む 。）」 を削る。 
 （北九州市教育委員会事務専決規程の一部改正） 
第３条 北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓

令第３号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中「文化部長」を「子育て支援部長、総務文化部長」に改め、「自

然史・歴史博物館副館長」の次に「、科学館副館長」を加え、「、文学館長

、子育て支援部長及び科学館副館長」を「及び文学館長」に改め、「、高等

専修学校長」を削り、「八幡西生涯学習総合センター所長」の次に「、こど

も若者成育課長、夜宮青少年センター所長」を、「長崎街道木屋瀬宿記念館

長」の次に「、普及課長」を加え、「、青少年課長、夜宮青少年センター所

長、管理課長」を削る。 
  別表中 
 
 
 
 
 
 
 

「
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施に関す

る事務 
        

文化財の

調査、指

定及び管

理に係る

事業（重

要なもの

を除く。

）の実施

に関する

事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔文化

部長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

文化財保

存事業の

助成に係

る事業（

重要なも

のを除く

。）の実

施に関す

る事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔文化

部長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

文化財保

護審議会

に関する

事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔文化

部長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

美術館、

博物館等

の管理（

それぞれ

重要なも

のを除く

。）に関

する事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

    文化企

画課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

）。  
美術館の   〔美術      
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使用の承

認に関す

る事務 

  館長〕      

美術館に

特別の設

備をし、

又は造作

を加える

ことの承

認に関す

る事務 

  〔美術

館長〕 
     

美術品の

展覧会の

企画及び

開催に関

する事務 

  〔美術

館長〕 
     

美術品の

購入品目

で重要で

ないもの

の選定に

関する事

務 

  〔美術

館長〕 
     

美術館協

議会に関

する事務 

  〔美術

館長〕 
     

博物館の

登録及び

博物館に

相当する

施設の指

定に関す

る事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

     

自然史・

歴史博物 
  〔自然

史・歴 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162



館の使用

の承認に

関する事

務 

  史博物

館長〕 
     

自然史・

歴史博物

館に特別

の設備を

し、又は

造作を加

えること

の承認に

関する事

務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

自然史・

歴史博物

館の特別

展の企画

及び開催

に関する

事務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

自然史資

料及び歴

史資料で

重要でな

いものの

購入品目

の選定に

関する事

務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

博物館協

議会に関

する事務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

松本清張     〔松本    
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について

の文学資

料の収集

及び調査

研究の方

針の決定

に関する

事務 

    清張記

念館長

〕 

   

松本清張

の作品に

ついての

特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

    〔松本

清張記

念館長

〕 

   

松本清張

について

の文学資

料で重要

でないも

のの購入

品目の選

定に関す

る事務 

    〔松本

清張記

念館長

〕 

   

市にゆか

りのある

文学者に

係る文学

資料の収

集及び調

査研究の

方針の決

定に関す

る事務 

    〔文学

館長〕 
   

文学館の     〔文学    
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特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

    館長〕    

市にゆか

りのある

文学者に

係る文学

資料で重

要でない

ものの購

入品目の

選定に関

する事務 

    〔文学

館長〕 
   

社会教育

委員の会

議に関す

る事務（

重要なも

のを除く

。）  

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

社会教育

に関する

事務（重

要なもの

及び区長

等が行う

事務を除

く。）  

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

社会教育

関係団体

に係る事

業（重要

なものを

除く。）  

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を  
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の実施に

関する事

務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

        

生涯学習

の企画及

び調整（

それぞれ

重要なも

のを除く

。）に関

する事務

（区長等

が行う事

務を除く

。）  

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

生涯学習

センター

及び婦人

会館の管

理及び運

営（それ

ぞれ重要

なものを

除く。）

に関する

事務 

  〔市民

文化ス

ポーツ

局長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

総合センタ

ー所長〕 
生涯学習総

合センター

に係る定例

的なもの 
〔八幡西生

涯学習総合

センター所

長〕 
八幡西生涯

学習総合セ

ンターに係

る定例的な

もの 

生涯学

習課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

） 

青少年の   〔子ど  〔子育  〔青少年課  
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指導育成

に係る事

業（重要

なものを

除く。）

の実施に

関する事

務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

  も家庭

局長〕 
 て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 長〕 
定例的なも

の 

 

青少年関

係団体に

係る事業

（重要な

ものを除

く。）の

実施に関

する事務

（区長等

が行う事

務を除く

。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔青少年課

長〕 
定例的なも

の 

 

青少年対

策に係る

事業（重

要なもの

を除く。

）の実施

に関する

事務（区

長等が行

う事務を

除く。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔青少年課

長〕 
定例的なも

の 

 

少年補導   〔子ど      
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委員の委

嘱及び解

職に関す

る事務 

  も家庭

局長〕 
     

青少年の

家の管理

及び運営

（重要な

ものを除

く。）に

関する事

務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔夜宮青少

年センター

所長〕 
夜宮青少年

センターに

係る定例的

なもの 

青少年

課長に

合議す

ること

（定例

的なも

のを除

く。）

。 

青少年の

家の臨時

閉所に関

する事務 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

    
 

青少年

課長に

合議す

ること

。 
青少年の

家の臨時

開所に関

する事務 

    〔子育

て支援

部長〕 

  青少年

課長に

合議す

ること

。 
青少年の

家の使用

承認に関

する事務 

      〔夜宮青少

年センター

所長〕 
夜宮青少年

センターに

係るもの 

 

青少年の

家に特別

の設備を

し、又は 

      〔夜宮青少

年センター

所長〕 
夜宮青少年 
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造作を加

えること

の承認に

関する事

務 

      センターに

係るもの 
 

科学館及

び児童文

化施設の

管理及び

運営（そ

れぞれ重

要なもの

を除く。

）に関す

る事務 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔科学

館副館

長〕 
軽易な

もの 

 〔管理課長

〕 
定例的なも

の 

総務企

画課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

）。  

科学館及

び児童文

化施設の

臨時閉所

に関する

事務 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

    
 

総務企

画課長

に合議

するこ

と。 

科学館及

び児童文

化施設の

臨時開所

に関する

事務 

    〔科学

館副館

長〕 

  総務企

画課長

に合議

するこ

と。 

科学館及

び児童文

化施設の

使用承認

に関する

事務 

      〔管理課長

〕 
 

科学館及

び児童文 
      〔管理課長

〕 
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化施設に

特別の設

備をし、

又は造作

を加える

ことの承

認に関す

る事務 

        

科学館の

特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

  〔科学

館長〕 
     

青少年教

育におけ

る区長等

との連絡

調整に関

する事務 

      〔青少年課

長〕 
 

 

 

社会教育

委員の会

議に関す

る事務（

重要なも

のを除く

。）  

  〔総務

市民局

長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

社会教育

に関する

事務（重

要なもの

及び区長

等が行う

事務を除 

  〔総務

市民局

長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

「
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く。）          
社会教育

関係団体

に係る事

業（重要

なものを

除く。）

の実施に

関する事 
務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

  〔総務

市民局

長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

生涯学習

の企画及

び調整（

それぞれ

重要なも

のを除く

。）に関

する事務

（区長等

が行う事

務を除く

。）  

  〔総務

市民局

長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

課長〕 
定例的なも

の 

 

生涯学習

センター

及び婦人

会館の管

理及び運

営（それ

ぞれ重要

なものを

除く。）

に関する 

  〔総務

市民局

長〕 

 〔地域

・人づ

くり部

長〕 
軽易な

もの 

 〔生涯学習

総合センタ

ー所長〕 
生涯学習総

合センター

に係る定例

的なもの 
〔八幡西生

涯学習総合

センター所 

生涯学

習課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

）。  
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事務       長〕 
八幡西生涯

学習総合セ

ンターに係

る定例的な

もの 

 

青少年の

指導育成

に係る事

業（重要

なものを

除く。）

の実施に

関する事

務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔こども若

者成育課長

〕 
定例的なも

の 

 

青少年関

係団体に

係る事業

（重要な

ものを除

く。）の

実施に関

する事務

（区長等

が行う事

務を除く

。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔こども若

者成育課長

〕 
定例的なも

の 

 

青少年対

策に係る

事業（重

要なもの

を除く。 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔こども若

者成育課長

〕 
定例的なも

の 
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）の実施

に関する

事務（区

長等が行

う事務を

除く。）  

        

少年補導

委員の委

嘱及び解

職に関す

る事務 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

    
 

 

青少年の

家の管理

及び運営

（重要な

ものを除

く。）に

関する事

務（区長

等が行う

事務を除

く。）  

  〔子ど

も家庭

局長〕 

 〔子育

て支援

部長〕 
軽易な

もの 

 〔夜宮青少

年センター

所長〕 
夜宮青少年

センターに

係る定例的

なもの 

こども

若者成

育課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

）。  

青少年の

家の臨時

閉所に関

する事務 

  〔子ど

も家庭

局長〕 

    
 

こども

若者成

育課長

に合議

するこ

と。 
青少年の

家の臨時

開所に関

する事務 

    〔子育

て支援

部長〕 

  こども

若者成

育課長

に合議

するこ

と。 
青少年の       〔夜宮青少  
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家の使用

承認に関

する事務 

      年センター

所長〕 
夜宮青少年

センターに

係るもの 

 

青少年の

家に特別

の設備を

し、又は

造作を加

えること

の承認に

関する事

務 

      〔夜宮青少

年センター

所長〕 
夜宮青少年

センターに

係るもの 

 

青少年教

育におけ

る区長等

との連絡

調整に関

する事務 

      〔こども若

者成育課長

〕 
 

 

文化財の

保護及び

活用に係

る事業（

重要なも

のを除く

。）の実

施に関す

る事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

 〔総務

文化部

長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

文化財の

調査、指

定及び管

理に係る

事業（重

要なもの 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

 〔総務

文化部

長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 
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を除く。

）の実施

に関する

事務 

        

文化財保

存事業の

助成に係

る事業（

重要なも

のを除く

。）の実

施に関す

る事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

 〔総務

文化部

長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

文化財保

護審議会

に関する

事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

 〔総務

文化部

長〕 
軽易な

もの 

 〔文化企画

課長〕 
定例的なも

の 

 

美術館、

博物館等

の管理（

それぞれ

重要なも

のを除く

。）に関

する事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

    文化企

画課長

に合議

するこ

と（定

例的な

ものを

除く。

）。  
美術館の

使用の承

認に関す

る事務 

  〔美術

館長〕 

     

美術館に

特別の設

備をし、

又は造作 

  〔美術

館長〕 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に  
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を加える

ことの承

認に関す

る事務 

        

美術品の

展覧会の

企画及び

開催に関

する事務 

  〔美術

館長〕 
     

美術品の

購入品目

で重要で

ないもの

の選定に

関する事

務 

  〔美術

館長〕 
     

美術館協

議会に関

する事務 

  〔美術

館長〕 

     

博物館の

登録及び

博物館に

相当する

施設の指

定に関す

る事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

     

自然史・

歴史博物

館の使用

の承認に

関する事

務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

自然史・

歴史博物

館に特別 

  〔自然

史・歴

史博物 
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の設備を

し、又は

造作を加

えること

の承認に

関する事

務 

  館長〕      

自然史・

歴史博物

館の特別

展の企画

及び開催

に関する

事務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

自然史資

料及び歴

史資料で

重要でな

いものの

購入品目

の選定に

関する事

務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

博物館協

議会に関

する事務 

  〔自然

史・歴

史博物

館長〕 

     

科学館及

び児童文

化施設の

管理及び

運営（そ

れぞれ重

要なもの

を除く。 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

 〔科学

館副館

長〕 
軽易な

もの 

 〔普及課長

〕 
定例的なも

の 

総務課

長に合

議する

こと（

定例的

なもの

を除く

。）。  
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）に関す

る事務 
        

科学館及

び児童文

化施設の

臨時閉所

に関する

事務 

  〔都市

ブラン

ド創造

局長〕 

    総務課

長に合

議する

こと。 

科学館及

び児童文

化施設の

臨時開所

に関する

事務 

    〔科学

館副館

長〕 

  総務課

長に合

議する

こと。 

科学館及

び児童文

化施設の

使用承認

に関する

事務 

      〔普及課長

〕 
 

科学館及

び児童文

化施設に

特別の設

備をし、

又は造作

を加える

ことの承

認に関す

る事務 

      〔普及課長

〕 
 

科学館の

特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

  〔科学

館長〕 
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松本清張

について

の文学資

料の収集

及び調査

研究の方

針の決定

に関する

事務 

    〔松本

清張記

念館長

〕 

   

松本清張

の作品に

ついての

特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

    〔松本

清張記

念館長

〕 

   

松本清張

について

の文学資

料で重要

でないも

のの購入

品目の選

定に関す

る事務 

    〔松本

清張記

念館長

〕 

   

市にゆか

りのある

文学者に

係る文学

資料の収

集及び調

査研究の

方針の決

定に関す

る事務 

    〔文学

館長〕 
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文学館の

特別展の

企画及び

開催に関

する事務 

    〔文学

館長〕 
   

市にゆか

りのある

文学者に

係る文学

資料で重

要でない

ものの購

入品目の

選定に関

する事務 

    〔文学

館長〕 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 改め、同表の注書第１項第４号中「、特別支援学校長及び高等専修学校長」

を「及び特別支援学校長」に改め、同項第６号中「、特別支援学校及び高等

専修学校」を「及び特別支援学校」に改める。 
 （北九州市教育委員会文書規程の一部改正） 
第４条 北九州市教育委員会文書規程（昭和４７年北九州市教育委員会訓令第

１号）の一部を次のように改正する。 
  第３条中「（専修学校を含む。以下同じ 。）」 を削る。 
  第６条第２項、第８条第１項第１号及び第１０条第２号前段中「及び専修

学校」を削る。 
   付 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。  

」
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北九州市教育委員会教育長訓令第１号 
庁中一般 

×北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程等の一部を改正する訓

令を次のように定める。 
××令和６年３月２９日 
                     北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美×× 
北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程等の一部を

改正する訓令 
 （北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程の一部改正） 
第１条 北九州市教育委員会事務局教育次長以下事務専決規程（昭和４４年北

九州市教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。 
  第１条中「、特別支援学校長及び高等専修学校長」を「及び特別支援学校

長」に改める。 
（防火管理者等の設置に関する規程の一部改正） 

第２条 防火管理者等の設置に関する規程（昭和４７年北九州市教育委員会教

育長訓令第４号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項第１号中「、特別支援学校及び高等専修学校」を「及び特別

支援学校」に改める。 
 （北九州市立小学校、中学校等の教育職員等の採用及び昇任のための選考に

関する規程の一部改正） 
第３条 北九州市立小学校、中学校等の教育職員等の採用及び昇任のための選

考に関する規程（昭和５１年北九州市教育委員会教育長訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 
  第１条中「、特別支援学校及び専修学校」を「及び特別支援学校」に改め

る。 
  第２条第１０号から第１２号までを削る。 

  付 則 
この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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